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第１回定例会議事日程（第３号） 

 

第１ 一般質問 

  竹之内 勉君 

   １．少子高齢人口減少時代へ向けたまちづくりについて 

    （１）地方版総合戦略の取り組みについて伺う。 

    （２）コンパクトシティにおける地方部の取り組みについて伺う。 

   ２．林業振興について 

    （１）市内各林道の利用区域は計画通り利用されているか。 

    （２）バイオマス発電による本市林家への好影響はあるか。 

    （３）新港より中国向け木材が不定期で輸出されているが、本市の木材の集荷状況はど

うか。 

    （４）皆伐後の植林奨励施策について伺う。 

    （５）林業技術員の育成について伺う。 

   ３.串木野高校支援について 

    （１）特色ある学科、部活動について伺う。 

    （２）遠方、離島の学生の受け入れ体制について伺う。 

  中村敏彦君 

   １．人口ビジョンと地方版総合戦略について 

    （１）「地方の活性化」「地域再生」「地方分権」などの呼び方で地方活性化施策が行

われてきたにもかかわらず、地方の衰退に歯止めがかからなかったが、その原因に

ついての基本的見解を伺う。 

    （２）施策の主眼は2060年・１億人口の確保であるが、人口減少に歯止めをかける本市

の課題は何か。 

    （３）２つのビジョンを策定し、それぞれの自治体間で予算獲得合戦が行われると思う

が、本市の特徴を生かした戦略をどのように考えているか伺う。 

   ２．第６期介護保険事業計画について 

    （１）要支援１・２のサービスを地域へ移譲することを他に先駆けて平成27年度から移

行する理由は何か。 

    （２）事業費削減のためにボランティアやＮＰＯにサービスをゆだねる計画であるが、

「受け皿」の見通しやサービス低下の懸念はないか。 

    （３）第６期介護保険事業計画による各施設への影響と介護職員の処遇改善は可能か。 

   ３．ごみの戸別収集について 

    （１）ごみ収集の方法について、平成26年９月議会で研究する必要があるとしているが、

検討はなされているか伺う。 

    （２）要援護者対策としてのごみ収集方法の検討はできないか。 

  中里純人君 

   １．地方創生について 
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    （１）地方創生についてどのような認識か。 

    （２）過去の様々な地方活性化策が人口増加につながらなかったが、課題は何か。 

    （３）本市の重点施策をどう考えるか。海の恵みを活かした漁業振興が第一と考えるが

いかがか。 

    （４）総合戦略の推進体制はどうか。 

    （５）中・長期的な人口ビジョンと第二次総合計画との整合性をどう図るか。 

   ２．戦後70年に向けて 

    （１）風化する戦争体験を残すための取り組みをどう考えるか。 

    （２）８月15日の戦没者追悼式での子ども達による「平和への誓い」の取り組みは考え

られないか。 

  西別府 治君 

   １．深田上地区の棚田活用拡大について 

    （１）棚田の現状について 

      ①日照や気象等、立地環境と耕作状況について伺う。 

      ②地域耕作者の年齢構成や今後の継続性について伺う。 

      ③環境保全と観光振興や棚田米など、地域おこしについて伺う。 

   ２．神村学園前駅周辺まちづくり計画の進捗状況について 

    （１）計画の進捗について 

      ①交通体系の整備について伺う。 

      ②都市施設整備について伺う。 

    （２）土地利用で駅東側開発促進区域の設定について 

      ①設定と民間活力を活用した開発について伺う。 

      ②まちづくり計画と地方創生の活用について伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第３号（３月５日）（木曜） 

 

 出席議員  １８名 

     １番  松 崎 幹 夫 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ２番  田 中 和 矢 君      １１番  西別府   治 君 

     ３番  福 田 道 代 君      １２番  中 里 純 人 君 

     ４番  平 石 耕 二 君      １３番  竹之内   勉 君 

     ５番  西中間 義 德 君      １４番  寺 師 和 男 君 

     ６番  大六野 一 美 君      １５番  原 口 政 敏 君 

     ７番  中 村 敏 彦 君      １６番  宇 都 耕 平 君 

     ８番  楮 山 四 夫 君      １７番  福 田 清 宏 君 

     ９番  東   育 代 君      １８番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  木 下 琢 治 君   主       査  石 元 謙 吾 君 

補       佐  岡 田 錦 也 君   主       査  岩 下 敬 史 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   農 政 課 長  末 吉 浩 二 君 

副 市 長  石 田 信 一 君   生 活 環 境 課 長  住 廣 和 信 君 

教 育 長  有 村   孝 君   福 祉 課 長  東   浩 二 君 

総 務 課 長  中 屋 謙 治 君   健 康 増 進 課 長  所 﨑 重 夫 君 

政 策 課 長  田 中 和 幸 君   健 康 増 進 課 主 監  上 原 順 子 君 

財 政 課 長  満 薗 健士郎 君   土 木 課 長  平 石 英 明 君 

教 委 総 務 課 長  臼 井 喜 宣 君   都 市 計 画 課 長  田 代 茂 穂 君 

市 来 支 所 長  逆瀬川   正 君   学 校 教 育 課 長  有 馬 勝 広 君 

消 防 長  深 山 龍 朗 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成26年３月５日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） これから本日の会議を開

きます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（下迫田良信君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 これより、通告順により順次質問を許します。 

 まず、竹之内勉議員の発言を許します。 

   ［13番竹之内 勉君登壇］ 

○13番（竹之内 勉君） 皆さん、おはようござい

ます。私は、さきに通告いたしました項目につきま

して質問をいたします。 

 まず、少子高齢化、人口減少時代に向けたまちづ

くりについてであります。 

 昨年５月、日本創成会議が2040年、若年女性の減

少により、全国の896市町村が消滅の危機に直面す

るというレポートを発表しました。国も創生本部を

設置し、長期ビジョンとまち・ひと・しごと創生総

合戦略を決定いたしました。そして、地方に知恵を

絞れと、地方人口ビジョン、地方版総合戦略の策定

を求めてきたことは御案内のとおりであります。 

 本市の将来予測人口は、2040年で、社人研推計で

２万647人、創成会議推計で１万8,944人、若干開き

がありますが、何も手を打たなければこうなるよと

いう推計であります。 

 本市の実情を踏まえた人口ビジョン、地方におけ

る雇用の創出、人の流れ、若い世代の希望をかなえ

る施策、時代に合った地域づくりなどを含めた地方

版総合戦略を平成27年度中に決定しなさいという相

当な労力を要する作業となるのではと予想されます。 

 そこでお尋ねいたします。地方版総合戦略につい

てでありますが、昨日の同僚議員の質問と重なる部

分もありますが、そこは確認ということでお尋ねを

したいと思います。人口ビジョンは地方創生本部で

策定するということでの理解でいいのか。戦略策定

の推進組織、また内容、また都市計画マスタープラ

ン、第２次総合計画との位置づけですね。あわせて

議会とも協議をするようにということでありますが、

どのようなスケジュールになっていくのか。昨日は、

地方創生コンシェルジュの活用は必要があれば活用

していきたいということでありましたが、やはり大

いに活用すべきと思いますが、そのあたりの御見解

をお聞きしたいと思います。 

 あわせて、これまでも過疎地域再生の各施策があ

りました。創生本部で既存の施策を含めて検討をや

っていきたいということでありましたが、過去にも

わたっての、このような、似たような施策の検証も

入るのかお尋ねをいたします。 

 人材支援制度からは漏れましたが、地域おこし隊

の活用も積極的な方向で検討したいということでご

ざいましたが、やはりこれは積極的に活用してみる

べきだと思いますが、これについても市長の見解を

求めます。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。 

 竹之内勉議員の御質問にお答えをいたします。 

 国が打ち出しました地方版総合戦略について、幅

広い角度からのお尋ねであります。基本的なことに

ついてお尋ねのようでございますので、お答えをい

たします。 

 まず、第１点目は人口ビジョンの策定であります。

その策定の体制についてでありますけれども、地方

自治体においては、人口ビジョン総合戦略の策定が

求められております。したがいまして、あす６日に、

政策課を事務局として地方創生推進本部を設置し、

今後、きのうお答えをいたしましたとおり、全庁的

な取り組みをしていきたいというふうに考えており

ます。 

 ２番目のお尋ねは、推進組織と総合計画との位置

づけはどうかということだったと思いますが、推進

組織についてであります。地方版総合戦略の策定に

当たりましては、庁内の専門部会、ワーキンググル

ープで施策の分析等を行いながら、市民をはじめ、

産業界や金融機関などに参画いただく推進組織によ

り、広く意見を取り入れていきたいと考えておりま
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す。 

 また、総合計画は、あらゆる分野を対象としたま

ちづくりの指針として都市計画マスタープランなど

の上位に位置しますが、総合戦略については雇用環

境や生活環境など、項目を重点化し推進していくべ

きだと認識をしております。 

 次に、地方創生コンシェルジュについてでありま

す。地方創生の取り組みに当たって、国の相談窓口

として構築されたものであります。都道府県ごとに

担当が設けられておりますので、策定に当たっては、

必要に応じ相談したいと考えております。 

 次に、施策の検証であります。過去の施策の検証

についてでありますが、本市では医療費無料化によ

る負担軽減など、子育て環境の整備により、出生数

での一定の成果が見られる一方、子育て世代自体の

減少は、雇用の確保が課題の一つと認識をしており

ます。総合戦略の策定に当たっては、これまでの施

策の分析も行いながら進めてまいりたいと思います。 

 次に、地域おこし協力隊でありますが、本市では、

現在は活用しておりませんが、他市町村の活用実態

等を参考にしながら、分野等も含め、活用を検討し

てまいりたいと考えております。 

○13番（竹之内 勉君） 大体、昨日の同僚議員の

質問からの市長の答弁であらかた様子はわかりまし

た。 

 まず人口ビジョンですけれども、社人研、創成会

議は、今のままだとこんな数字になりますよという

ことで推計を出しているんですが、ここで言う本部

がつくる人口ビジョンというのは、いろんな施策を

入れての目標のビジョンということですか。それと

も、地方の実情を踏まえて、やっぱりこのままだと

こんな数字になっちゃうよというところの人口ビジ

ョン、どちらということで。 

○市長（田畑誠一君） まず、地方人口ビジョンの

策定でありますが、これに当たりましては、まずは

何と言いましても、現状を分析すること、そして、

総人口や年齢構成などの変化、そのまた要因を分析

すること、仮定のもとでの、さっきありました、将

来人口推計を行って比較することで、今後の課題や

影響等を考査することになると思います。 

 その上で、出産や子育て、定住等に関する意識調

査等を踏まえて、目指すべき将来の方向性を提示し、

総合戦略では方向性に沿った政策を、人口ビジョン

では自然増減や社会増減に関する見通しを立てるも

のであります。 

 いずれも、今後検討してまいりますが、総合戦略

で検討する施策を通した目標としての見通しととら

えているところであります。 

○13番（竹之内 勉君） 施策を含めた目標値とい

うことで、それに近づけていく施策も織り込んでの

ビジョンをつくるということですよね。わかりまし

た。 

 そのビジョンがもとになって、いろんな施策を戦

略としてつくっていかにゃいかんわけですが、今、

２番目の質問の中での推進組織ですが、広く意見を

聞きたいということで、産業界、金融等々述べられ

ましたけれども、国の通達というんですか、指針と

いうんですか、これは産官学金労の構成をというよ

うな文章も見受けますが、やはり、私がその推進会

議を思うときに、大学、それと一般の子育て世代、

ここからもメンバーとして入れていただいて、本市

の場合は鹿大ともつながりがありますので、そうい

う部分も含めて広くメンバー構成をやるべきではな

いかなと思いますが、そのあたりはいかがでしょう

か。 

○市長（田畑誠一君） この施策を進めていく上で、

やっぱり大事なのは、今言われましたとおり、推進

組織をいかに充実するかということにあると思いま

す。これが原点だと思います。おっしゃるとおりで

あります。したがいまして、地域版総合戦略の策定

に当たりましては、雇用や子育てなど、広範な議論

と施策が必要であろうと認識をしております。 

 このため、庁内専門部会等に加えて、市民の皆様

をはじめ、産業界、教育機関、金融機関、もちろん

行政機関もですが、による推進委員会により、広く

意見を取り入れる仕組みをつくっていきたいと考え

ております。 

 人選に当たっては、学識経験者としての大学関係

者のほか、関係機関や民間団体、公募による選任も

予定をしており、子育て世代の意見も反映できるよ
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うに努めてまいりたいと考えております。 

○13番（竹之内 勉君） ぜひそういう形で、いろ

んな分野の方々の御意見を反映できるような推進組

織をつくっていただきたいと思います。 

 あと、コンシェルジュあるいは地域おこし協力隊、

これも必要に応じて活用していくということでござ

いますので、逐次検討をしながら、また、我々議会

のほうにもそういう情報を回してもらいながらやっ

ていただければと思います。 

 先ほどの質問で、一つ漏れが。国のほうは議会も

含めて決めなさいよというのがありますが、これは

推進会議もありますけど、その後、ＰＤＣＡですか、

そういうのも入ってきますけれども、そこはスケジ

ュールとしてはどんな格好になりますか。 

○市長（田畑誠一君） 議会の皆さんとの協議とい

うのはどういう形で行う考えかということでありま

すが、やっぱり地域活性化の取り組みにつきまして

は、これまでも議会の皆さんの御意見をいただきな

がら、企業誘致や定住の促進あるいは子育て支援な

ど、市の独自の政策も展開をしてきたところであり

ます。 

 今回の総合戦略につきましても、改めて我がまち

がどのようにして人口減少に歯どめをかけ、地域を

活性化していくべきかという重要な取り組みであり

ます。議会の皆様と一緒になっていただき、推進し

ていくことが、市民の代表である議会の皆さんとの

協議が極めて重要であると考えております。 

 今後、総合戦略策定の進捗状況にあわせて、全員

協議会等を通して、議会の皆さん方に報告をし、ま

た、御意見を賜ってまいりたいというふうに考えて

おります。 

○13番（竹之内 勉君） ぜひ連携をとりながら、

いい計画が策定できればと思います。 

 新聞報道でもこの件に関しまして、全国の首長の

アンケートというのが出ておりましたけれども、見

方によっては、国が地方に丸投げしているのではな

いかというような部分もあったりします。いろんな

見方がありますけれども、これまでもこの地域活性

化、過疎対策をやってきたわけですが、そういうの

も含めて、やっぱり本市に合った実のあるものがで

きるように、議会も投げられたものはちゃんと議論

をして返していくというような姿勢で取り組んでい

くべきだと思っております。大変な作業だと思いま

す。執行部のほうも気合を入れて、また頑張ってい

ただければと思います。 

 総合戦略については以上で終わりたいと思います。 

 次、コンパクトシティーにおける地方部の取り組

みについてであります。 

 昨年の都市計画マスタープランでも、人口減少、

少子高齢化の中では、コンパクトな都市構造のあり

方を検討していくという必要性を説いております。

特に周辺部についてでありますが、私の地域を例え

て言いますと、20年前、私が初めて議会に出させて

いただいたときですが、地区民は510ちょっとだっ

たと思います。それからもう、時がたつのは早いも

ので、20年たって今、地区民は360名ほどです。こ

の間、行政の応援もいただいて、住宅あるいは分譲、

あるいは地域の帰ってこいよ運動等々、できる事は

やったつもりだけれども、30％ちょっと減ってきて

いるんですね。20年前の組織で、まだ今も集落、地

区の運営はやっておりますけれども、20年先を思う

と、どうなんだろう。もうここらあたりで何か考え

ないかんのではないかというような気がするんです。 

 特に、人口密集地の都市計画区域内のほうは、ま

だ時間的によろしいんでしょうけど、それ以外の４

地区、荒川の例を言いましたけれども、まち協もで

きております。創生会議、戦略も今度つくるように

なりますけれども、これを機に、それぞれの地域の

あり方というのを、大きな意味で言うとコンパクト

シティー、ちっちゃな部分で言うとコンパクトビレ

ッジという言い方になるんでしょうけれども、そろ

そろ始めるべきではないのかなという気がするんで

すが、そのあたりについて、市長、どのような御見

解かお伺いをしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 今、竹之内議員のほうから

将来を憂えてお話がございました。御承知のとおり、

2008年から我が国は人口減少社会に入っております。

そういったことで、今回の地方創生というのは、い

かに人口減少に歯どめをかけて地域を守るか、その

ことは日本全体の国力という、将来ということにな
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るという、そういう憂いから、今回、こういう地方

創生というのを大きく打ち出されたんじゃなかろう

かと思っております。 

 今申し上げましたとおり、地方創生においては、

市全体としての人口減少を抑制する施策を展開する

傍ら、コンパクトシティー化により行政サービスを

見直して、できるだけコストをかけないようにして

いくことも一つの視点だと思っております。 

 一方、今言われましたとおり、地方の元気なくし

て日本の元気はないということと同様、市内周辺地

域の振興がなければ、本市全体の活性化は図られな

いと思っております。同時に、市内周辺地域におい

て、生活に必要な環境を維持・向上させることが、

また大事だと思っております。 

 このため、本市においては共生・協働のまちづく

りを進め、荒川地区におかれましても、まちづくり

協議会で語り合い、問題解決や将来像の実現のため、

地区まちづくり計画に基づく各種事業に取り組んで

おられます。地域で住み続けるために重要な生活環

境とは何かをしっかりとらえて、具現化するための

子供の放課後支援や高齢者サービス、また、交通弱

者対策など、地域内のサービスといった各地域の自

主的な取り組みを側面から支援するとともに、定住

促進のための環境の整備については、市としても協

働して取り組んでいきたいと考えております。周辺

地域の現在と未来は、そのまま日本全体の縮図だと

私は思っております。 

 お述べになりましたとおり、対策は待ったなしの

状況として、地方創生の取り組みの枠にとらわれず、

まちづくり協議会とも連携をして対策を講じてまい

りたいと考えておるところであります。 

○13番（竹之内 勉君） 右肩上がりの時代の将来

を見通した議論であれば、夢のあるようなことで議

論もしやすいんでしょうけど、人がいなくなるよと

いうようなネガティブなテーマですので、地域内も

なかなか、テーマにしにくいテーマだと思うんです。 

 それで、新聞記事等を見てましたら、ちょうど日

経新聞でしたけれども、阿久根の本之牟礼地区とい

うところが記事になっていまして、そこは４・６災

害から人口流出が始まって、とうとう最後に10軒ほ

ど残られたそうなんですが、全移転をされた成功例

ということで記事は紹介をしておるんですけれども、

集団移転はコミュニティの機能維持に有力な選択肢

であると。ただ、４半世紀前に、高齢化を視野に入

れた阿久根のような成功事例は全国でも珍しいとい

うことで、この中に、この移転を先導された花木さ

んという方のコメントも載っているんですが、私、

お尋ねしました、阿久根に行って。それで、倉津地

区というところに移転されているんですが、交通の

便もよし、病院も近い、役場にも近いというところ

に移転されたんですけど、そこのお年寄りにもお聞

きしたんですが、お年寄りと言っても75であれば二

十四、五年前の話ですので、50代ですよね。移って

来てよかったと。その集落のきずなをそのまま持っ

てきて、そこで、そのつながりが、きずながずっと

つながってるということで。私は全部が移転という

ことは考えておりませんでしたけれども、そういう

やり方もあるんだなということで、非常に感動とい

うか、お年寄りの方はほんと、ありがとうな、あり

がとうなと、花木さんにそんな言われるんですね。 

 そうかと思うと、先々日の南でしたか、東郷町の

例が出ていました。消滅集落ですね。それで、最後

のコメントが、ここの前の館長さんという方ですよ

ね。消滅につながった最も大きな原因として、先見

性を持った行政施策の不備と集落を引っ張るリーダ

ーの不在を挙げると。集落に元気があるうちに後継

者を残す取り組みをしてこなかったのが大きい。集

落をなくしたくなければ、将来を見越して課題を解

決していく必要があるということで、いろんなやり

方があるんだろうと。いわゆる阿久根みたいに挙家

離村ですね、もう全部で移る。あるいは、奈良県の

十津川の例も出ていましたが、地域地域において拠

点を集約する。コンパクトシティーに似たような考

え方ですよね。 

 ですから、それぞれの地域、それぞれの特性もあ

るので、そういうことも視野に入れた議論というの

をまち協の中でも。多分に、行政のほうからこうい

う課題もありますということで入れていただかない

と、なかなかできないんじゃないかと思うんですね。 

 けさの新聞で、杜氏で有名な黒瀬集落のところが
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出ていましたけど、人口が20年前の半分になったと

いうんですね。それだけ過疎化が激しいところは進

んでいくということなので、ですから、そういうこ

とを視野に入れた議論というのを、行政も一緒にな

って。先ほど市長が、まち協の主体性もと言ってい

ただきましたけれども、世間ではこんな例もあるよ

と。それぞれの地域もそれぞれのアイデアを出して

くださいよねというような形で、議論の場づくりを

していいタイミングではないかと思うんですが、そ

のあたりについて、市長、ご意見あれば。 

○市長（田畑誠一君） かつて我が国は、先ほど申

された右肩上がりのずっと成長を続けていた時代は、

税収も倍倍ゲームだったんですけれども、そのころ、

その時代は大自然を求めて、大自然に別荘をつくる

とか、そういったことが一つの理想的な社会のよう

な流れがあったように思っています。都会の人が、

市内でもありますね、別荘をつくられたとか。 

 ところが、現在では高齢化社会になって、逆に生

活の利便性というのを求めて、都会の、鹿児島県で

いったら、鹿児島の中心部に逆に住まわれるように

なったと。そういう、今、現象があるようでありま

す。 

 何はともあれ、市全体のコンパクトシティーを目

指さなければいけないし、また個々についても、今、

集団移転の話もされましたけど、地域地域もやっぱ

りまずはコンパクトシティーを目指すというような、

そういう基本姿勢が、まずは攻めの姿勢が私は大事

じゃないかなというふうにも思っております。 

 いずれにいたしましても、今後、総合戦略の中で

は、雇用の創出や定住促進という目的を達成するた

めに、それこそ数値目標等を具体的に掲げた政策を

盛り込んでいきたいと思っております。 

 今、いろいろな御提案をいただきましたが、御提

言いただきました、それも一つの考え方だと思いま

すが、私は基本的には、まずは地域を守るというの

が出発点ではなかろうかなとも思っております。 

 いずれにいたしましても、これから１年かけまし

て、いろいろな御提言をいただきながら、さっき、

組織のあり方も申し上げましたが、御意見を賜りな

がら、その中で、その可能性、それから効率性、そ

ういったものを吟味して、施策の実現性があれば計

画に反映していきたいということを考えているとこ

ろであります。 

○13番（竹之内 勉君） 私も基本的な考え方とし

ては、地域内の集約化というんですかね、ばっとあ

る集落も、どこかこのあたりに寄っておけば、いわ

ゆる行政サービスのコストも減るわけですから、そ

のような方向を考えておったんですけど、阿久根の

例はこういう例があると。ここは「撤退の農村計

画」という本にも成功事例として載っているらしく

て、私はまだ見ていないんですが、そういうところ

もあれば、奈良の十津川村も記事に出てましたけど、

村内の拠点集約ですね、そういうところもあるし。

ですから、地域の特性があるので、地域にあったや

り方というのを地域の方に協議をしてもらうという

ことがまず大事ではないのかなと思っての質問でし

た。 

 それで、阿久根も、先ほど言いました東郷も、言

われることが、まず地区内のリーダー、それで行政

が一生懸命動いてくれること、そしてもう一つが、

地域が元気なうちに始めんと間に合わんよというこ

とですから、そこを一つを押さえていただいて、ま

た施策に反映させていただきたいと思います。 

 それでは次に行きます。林業振興についてであり

ます。 

 ここ15年、20年、材価が安くて、林業が何か忘れ

られているような、ひょっとしたら担当課も忘れて

いるんじゃないのと思うようなところもあったりし

ますが、そういう中で、項目にも上げておりますけ

れども、輸出の部分、バイオマスの部分、いろんな

材の需用が増えてきております。そういう意味で質

問をいたします。 

 まず、市内の林道の利用区域は計画どおり利用さ

れているかということでありますが、林道は開設前

に受益の地域を確認して、今までは除間伐、育林が

ほとんどですけど、施業計画を立てます。そして林

道を開設していくわけですが、それが計画どおりに

十分利用されているのかという部分をまずお尋ねい

たします。 

○市長（田畑誠一君） 林業振興のための具備すべ
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き条件といいますか、それはまさに、まずは林道整

備だと思います。そういった点で、本市の各林道は、

森林整備計画に基づいて整備を行い、林業はもとよ

り、森林の持つ水源涵養や災害の抑制など、森林機

能の維持管理に利用されております。また、本市に

おいては、林業で生計を立てていらっしゃる一般林

家の方はおいでじゃありませんけれども、民有林の

間伐作業などの維持管理は、森林組合など林業事業

体によって実施されている状況であります。利用区

域は計画どおり利用されていると認識をしていると

ころであります。 

○13番（竹之内 勉君） 計画どおり利用されてい

るということでありますが、そのままいいことだな

と受けとめる反面、議会でも、最近はないですが、

林道開設当時、決算委員会で林道を見て回ります。

そうすると、台風が来た年なんか、風倒木はそのま

まほうっておかれていて、そのときも議員の方々か

ら厳しいお叱りを受けたこともあります。そういう

ことで、計画どおり進んでいるということであれば、

それはそれでよしとして、いわゆる森林の適正な整

備と保全ということが林道の目的ですので、今後も、

後に続きますけど、皆伐の話も出てきます。ですか

ら、そういう意味で、これは質問をいたしました。 

 ２番目に行きます。バイオマス発電による本市林

家への好影響はあるのかと。 

 御案内のとおり、2015年度から県内で２カ所のバ

イオマス発電が始まります。川内は11月からでした

かね、始まりますが、できると決まった時点から、

県内の相当量の木材が必要だということで、県内分

だけでは足りないよという話さえありますが、そう

いう中で、うちの場合、隣に中越パルプを控えてい

るわけで、林家にとってはこれはいわゆるチャンス

だということで、材料チップの集材は始まっている

やに聞いております。ですから、そこで、本市の林

家の材にもいい影響は出ているのかということをお

尋ねいたします。 

○市長（田畑誠一君） バイオマス発電による本市

の林家へのいい影響は出ているのかというお尋ねで

ありますが、お話ございましたとおり、薩摩川内市

の中越パルプ工業によるバイオマス発電が、いよい

よ本年11月から本格稼働すると聞いております。こ

の発電には、大量の発電用チップ材を必要とするこ

とで、原料の需要拡大が見込まれております。バイ

オマス発電用チップ材を取り扱う林業事業者に伺い

ましたところ、間伐材の曲がり材や規格外材もチッ

プにできるとのことであり、現時点でチップ単価は

示されてはおりませんが、全体的に木材の単価が上

がると予想されております。このようなことから、

間伐材を出荷した山林所有者の還元金の増加が予測

されるんじゃなかろうかと思っております。 

 ほんのこのごろまで、木を出しても、木を売って

も赤字やという声をよく聞いたものでありますが、

それが勢い林業振興の大きな足かせになっていたと

思うんですけれども、そういった風潮の中で、今度、

このバイオマス発電が本格稼働するということは、

大幅な需要が見込まれることからして、さっき申し

上げましたとおり、本市の山林所有者への還元金と

いうのは増加されるんじゃないかなということで、

よい影響があることを大きく期待をしているところ

であります。これを機に林業農家の皆さん方に元気

を出してほしいという思いであります。 

○13番（竹之内 勉君） 市長が言われるとおり、

本当、単価もですね、今までは曲がりやら何やらは

捨てておったわけですね、切り捨てで。それが金に

なるわけですから、これは林家にとってはいい影響

が出ると思いますので、３番目の質問も含めて、行

政も一体となってＰＲやら、集荷の方法やら、事業

体、組合とも一緒になって取り組みを望みます。 

 次、３番目です。本市の新港から中国向け木材が

不定期で輸出をされております。先週も積み込みに

来ていましたね。本市の、わかるかどうかもあるん

ですが、ここも単価がいいんですよ。ここにも本市

の林家の材が集まって来てるのか、そのあたりをち

ょっとお聞きいたします。 

○市長（田畑誠一君） 新港から中国向けの木材の

輸出ということですが、私、１カ月余り前、実は、

漁業の皆さんとの対話集会に行ったんですが、県の

会長という立場で。たまたま志布志方面でした、場

所は。会が済んだ後、志布志港に、発展を続ける、

どんどん、どんどん大きくなる志布志港に非常に興
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味があるので、ちょっと夕方行ってみました。私が

想像していた志布志港は、大型コンテナがずらり山

積みされている、ずっと岸壁へと、コンテナヤード

でというふうに思って行ったんです。びっくりした

んですが、もちろんコンテナもたくさんありますけ

ど、それにも増して木材の山でした。びっくりしま

した。それで、いろんなことを聞いてまいりました

が、串木野新港からも出していますよという話をそ

のときも聞かせてもらったんですけど、いろいろ、

船のトン数は何トンかとか聞いてまいりました。 

 さて、答弁に戻りますけど、現在、そういったこ

とで、県内の杉、ヒノキが、串木野港、川内港、志

布志港から輸出されております。平成26年度は、去

年11月までに14万立方メートルを超え、過去最高で

す、本市の場合ですね。いや、本市じゃないですね。

全体ですね、これは。串木野港からは、本年度、約

4,000トンが輸出されておりますが、本市の山から

出荷された木材は含まれておりません。本市からの

輸出向け木材は、志布志港からヒノキが出荷された

事例があるところです。 

 なお、先ほど御質問ありました薩摩川内市の木質

バイオマス発電所が本年11月から稼働しますと、チ

ップ燃料として間伐材などが大量に必要になること

から、輸出向けの木材が減少することも予想される

んじゃないかと思います。 

 このことから、輸出向け木材については、木質バ

イオマス向けと同様に、林業の活性化につながるん

じゃなかろうかというふうに考えております。地域

資源が地域内でより有効に活用されるように、出荷

の動向も見きわめる必要があると思っております。 

○13番（竹之内 勉君） そうなんですよね。私が

聞いている範囲では、志布志は見られたということ

で、川内港も集荷をしているんですが、そこはヒノ

キが主で、韓国向け製材用だそうです。それと、串

木野港のほうは、いわゆる間伐の中でも曲がったり

とか、枝が二股になっているのとか、極端な例、腐

ってなければとりますよというらしいんですね。今、

北薩からも南薩からも集まってきているらしいんで

すよ、串木野のほうに、串木野の材は。そこから不

定期ですけど、外変をして輸出ですよね、船自体は。

その外変のこと等も考えると、開港に向けての、そ

ういうのもちらっ、ちらっと頭の中をよぎったり。

ですから、そういう情報を担当課のほうでいっぱい

とってもらって、まず林家に利益が行くように、そ

してまた、輸出先は別々ですので、うちは中国向け

に、鹿児島県半分が志布志、半分が串木野というぐ

らいの構想を持って取り組んでみたらおもしろいし、

と思うんですが。市長がどこまであれされるかわか

らんですけど。 

 要はやっぱり情報ですね。情報をとっていただい

て、林家にはある意味、売り手市場じゃないですけ

ど、売り手が、林家のほうが強い立場に、この単価

ということでなるんで、そのあたりもぜひ、いろい

ろと勉強、努力をしていただければと思います。今、

実際そういう状況が串木野の港で起こってるという

ことですから。次、行きたいと思います。 

 ４番目、皆伐後の植林奨励施策についてというこ

とです。通告をいたしました段階で、本市の場合は、

皆伐というのはまだそんなに進んでおりませんけど、

もう伐期が来ております。近隣の市町村では皆伐が

かなり進んでて、その後の植林がなされていないん

ですよね。それが非常に問題になりつつありました。 

 そうしたところ、通告をした後に、南日本新聞の

ほうで県の新年度の予算がばっと出てきて、これに

もありますけど、近隣３県は、いわゆる造林率です

ね、近隣３県の宮崎、熊本、大分は造林率が95～

70％なのに、本県の場合は37％ということで、数字

でこんなに出てきました。その時点では、森林環境

税も延期になりましたので、そういうのを利用しな

がら本市独自の施策をと思っておりましたけれども、

県もこういう形で出してきましたので。 

 それに、今から皆伐は増えると思います。今、市

長が言われる単価が上がってきているので。そうい

う意味でも、切った後、ほんならいけんすっとかと

いうのは非常に大きな課題なんですよ。ですから、

そのあたりも含めて、出した後に県のこういうのが

出てきましたんで、県のほうのもいろいろ研究しな

がらということになるんでしょうけど、プラスアル

ファの本市の施策もあってもいいんじゃないかなと

思うんですが、そのあたりの考え方を、市長、お伺
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いいたします。 

○市長（田畑誠一君） まず、再造林の前に、先ほ

どお話しいたしましたが、志布志港に行ったら木材

の山でした。どこからこんな木を持って来られるん

ですかと申し上げたら、宮崎ですとおっしゃいまし

た。宮崎の山は深いんです、幾らでもありますと、

こうおっしゃったんですね。 

 それから、ラッキーなことに、それから何日か後

は、西武ライオンズの野上投手に観光大使になって

いただくために宮崎へ行ってきました。ちょうどい

い機会だからずっと山を見ていったんですが、それ

は霧島山系と言えばいいんですか、深い山々、すご

いなというふうに思いました。 

 何はともあれ、願いは林業振興のために御質問な

さっておられますが、中国向けの材木、市場が大き

い、14億とも言われる中国ですね。日本ブームで、

日本的な家を好まれるとかということで、非常に大

きな輸出だというふうに聞いておりますし、韓国も

そのとおりだと聞いておりますから、ここに来て一

挙に外国へどんどん売れるようになったこと、もう

足らないくらいということと、あわせてまた軌を一

にして、バイオマスの話が実際動き出したというこ

とで、林業農家の方々は、表現が悪いですけど、長

い間、ちょっと余り先の見えにくいトンネルの中と

いうような思いであられたと思うんですが、大変大

きな光が林業農家の方に差してきたんじゃなかろう

かと思っております。これはもう結論ですけれども。 

 そこで、皆伐後の大事な再植林でありますが、本

市は、おっしゃいましたとおり、皆伐標準伐期40年

後と言われておるようですけど、そういった森林が

多くあるようであります。したがいまして、これか

らは、今こういった需要が増えたということもあっ

て、皆伐がどんどん進められるのではなかろうかと、

さっきおっしゃいましたとおり、そのように思って

おります。 

 大事なのは、その後の再造林であります。再造林

につきましては、苗木生産者の減少による苗木不足

が一つと、それから採算性の問題、このような観点

から、なかなか思うように進んでないというような

状況にあるようです。このようなことから、県にお

いては未来の森林づくり推進方針を策定され、造

林・保育コスト削減、労働力の確保・育成、苗木の

安定供給体制づくりといった対策を講ずることとし

ており、皆伐面積の８割を再造林することを目標に

掲げておられます。 

 本市においても、持続的な林業経営や防災上の観

点から、県の方針に基づいて再造林を進めるための

取り組みを進めるべきだと考えております。 

○13番（竹之内 勉君） 県の課長のコメントも載

っておりましたけれども、県のほうもそういうこと

で、官民一体となった取り組みを進めていきたいと

いうようにコメントされてますので、本市も、要は

林家は植えるだけじゃなくて、造林をしなければい

けないわけですよね。５年、10年単位の作業が必要

になるので、そのあたりも含めた、この作業を含め

たサイクルというのかな、そういうのもぜひ行政の

ほうも一緒になって取り組んでいただきたいと思い

ます。 

 あわせて、新港の輸出材の話をしましたけど、県

の県産材輸出拡大支援事業なんかは使えんのですか

ね。まあ、これは通告していないので。そういうの

も使えるとしたら、さっき言った、開港がちらっと

思うんだがという部分でも活用できればなと思うと

ころです。 

 次、行きます。５番目です。林業技術員の育成に

ついてであります。 

 表現がちょっと技術員限定のような格好になっち

ゃいましたけれども、今、１番、２番、３番、４番

と質問をしてきましたが、要は林業の施策まで含め

た、しっかりとわかる人を。担当職員異動で変わる

んですけれども、できればそういう専門の方を置け

ればですね。的確に、今言いました輸出材のことと

か、バイオマスの件とか、だだだっと情報をとった

りできるんでしょうけど、そういうことができない

とすれば、そういうのをカバーできるような技術員

をと思うところです。 

 今、森林組合のほうもそうなんですけど、事業体

の方々もそうなんですが、経験を積んだ方々がやめ

られて、結局、間伐の作業はピカ一だと、そういう

人はいっぱいいるんだけど、山を見て、この山はこ
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うだからこんな木を、あるいは、こうしたら、ここ

はキノコがよかどとか、そういったことを言える人

が少なくなってきていると、実際、組合職員の方々

に聞くんですが。 

 そうしたときに、本市の場合も、ヒアリングのと

きに市有林の話をしたんですけど、職員で市有林を

みんな抑えられる人がおるかと。実際、職員数も減

って、そんな時間はとれないんでしょうけど、まず

入口はそのあたりからだと思うんですよ。市長、ト

ップとして、そういう技術員の配置ということで御

意見があればお聞きをしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 全体的に言えることだと思

うんですけれども、これから先、より効率的な行政

運営を進めていくためには、あらゆる分野の技術員

の職員というのも非常に大事だなというふうに思っ

ております。他方では、いかにコストを低くして財

政運営を持続可能なものにするかという使命もあり

ますけれども、基本的にはやっぱりそういう考え方

も大事だと、これから先、思っております。 

 林業生産活動の停滞、それから森林所有者の高齢

化などによって、森林施業が十分に行われない森林

が増えております。森林を守るため、林業技術員の

育成は必要なことと考えております。これまでも、

市内の業者がみどりの雇用事業を導入して、林業技

術の向上を図っております。また、４名の森づくり

推進員による巡視活動や、市内の１名が指導林業士

の認定を受けるなど、山の専門家も育成されており

ます。市の体制につきましては、このような方々の

協力や指導を受け、一緒に取り組んでいきたいと考

えております。あわせて、市有林の管理については、

かごしま森林組合と総括森林経営委託契約を締結し

て、森林整備計画に基づく森林施業等をお願いして

いる現状であります。 

○13番（竹之内 勉君） 民間のほうの協力も得な

がらということであります。また、市長、森林組合

も大事なんですけど、本市には事業体が２カ所ある

ので、やっぱり平等な形で、組合とも事業体とも競

わせるような環境をつくっていただきたいと思いま

す。 

 それと、要は、さっき市有林の話をしましたけど、

市が市の山を売って、これだけになったど、もうけ

たどという話もしなければいけないわけですよね。

市有林の樹齢も30年、50年、古い木は90年の木もあ

るらしいとヒアリングの中で聞きましたが、そうい

うときに担当の職員はですよ、いろんな補助金、助

成事業云々かんぬんは、もう引き継ぎでずっと引き

継いでいかれるんでしょうけど、実際自分が担当に

なって、市の山に行って、台帳で、30年の木という

のは、ああこんなのか、90年というのはこんなにな

るのかというようなことがないと、行政が主体とな

って林業の施策を打てないと思うんですよ。お伺い

の施策になってしまう。だから、３年で異動とする

のであれば、そういうペーパーで引き継ぎできるも

のと、実際その担当者が山に入って、あるいは林家

を回って聞いたこと、知識、そういうのも引き継い

でくようなことをせんと、今言ったように、伐期は

とうに過ぎているのに、90年の木がそこに立ってい

るというような、ある意味、職務怠慢です。 

 ですから、そういうことがないように、机の上ば

かりじゃなくて、現場力というんですかね、現場を

見ることというのが大事だと思うんです。ですから、

そういう体制づくりをひとつ考えてみていただけれ

ばと思います。 

 いろんな林家の質問もあるんですが、さっき同僚

議員からも、例えば80年、90年になった木が突然枯

れ出したと。どこへ相談すりゃよかどかいと。見て

わかる人というのは多分いないと思うんです、今の

状況の中では。そういうことも含めて、ベテランの

方の体験、経験を職員のほうも吸収して、それを引

き継いでいくというようなことが大事ではないのか

なと思うんですが、市長、あれば。 

○市長（田畑誠一君） これは、行政、民間問わず、

私は全てに言えることだと思うんですけど、やはり

現場第一主義だと私は思います。職員に対しまして

は、そういう思いで、とにかく何かあったらすぐ現

場へ行ってみれと。すぐ行けと。もう何はとりあえ

ず。で、声を聞きなさいということをかねがね言っ

ておりますが、やはり言葉で言いますと、形がなく

ても見る、声が聞こえなくても声を聞くというぐら

いの気持ちで仕事に、何事もそうだと思います。そ
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ういう思いで当たることが原点じゃなかろうかなと

思います。 

 行き届かない点が多々ございますので、ただいま

伺いましたような御意見等を参考にしながら、また

さらに前進してまいりたいというふうに思っており

ます。またお気づきの点、御示唆をいただいたらと

思います。 

○13番（竹之内 勉君） 今の担当が悪いとかそう

いうのではないんですよ。今、そういう部分も必要

だということで言っていただいたんで、そういうの

を蓄積していただいて。 

 例えば、台風が来た、雨が降った、土木課の職員

の人はばあっと市内を見て回いやっですよ。農政課

の林道関係も。市の山も、台風が来た、風で折れち

ょいはせんどかい、保険もかけちゃったいが、いけ

んじゃろかいぐらいに現場を見にいこうというぐら

いに気持ちを持っていただければ、自然と解消して

いくんじゃないかなと思いますので。後は気づきの

世界だと思います。ありがとうございます。 

 それでは、次に行きます。串木野高校支援につい

てであります。 

 昨年の募集は、時間的にＰＲ不足ということもあ

りましたが、今回は市長も各中学校を回られたとい

うお話も聞いております。その効果があって、大変、

報道でも話題になるような結果ではなかったのかな

と思っております。 

 ２項目挙げましたけれども、まず１項目の特色あ

る学科、部活動について伺うということです。これ

は合併前からずっと議会でも言ってきたことです。

その中で、これまでに実際取り組んだかと言えば、

クエスチョンだったと思うんですね。これはもう県

の分野ですので、当然、市としても限界があるわけ

ですけど、ちょうど今、剣道部の先生が今度県の代

表になられましたね、串高の先生が。川内先生です

か。そういう先生がいらっしゃるので、何かそうい

うのをできないかということで、私もいろいろネッ

トやら引いたんですけど、全国にはいろんなところ

があるなと感じたところです。 

 島根県の隠岐の島前高校ですけれども、ここは校

舎を三つの町で、県じゃないですよ、町村で校舎を

建てちゃって。それで今、レスリングでしたかね。

規模は串高のようなところです。レスリングの専門

の先生をそこに据えてと。どんな取り組みをしてい

るのかなと思っておるんですが、そういうこともあ

りますので、できる範囲の取り組みということでお

伺いをしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） かねてから申し上げておる

んですが、高等学校の存在というのは、私は、まち

の元気、まちのあした、未来、あるいは明かりだと

思っておりますが、昨年は、これまで地方の名門校

として名声を博してきた県立、私どものこの串木野

高等学校は、とうとう１クラスになりました。先ほ

ど、いみじくも、竹之内議員が集落のコンパクトシ

ティーの中でお話をされましたが、元気なうちに手

を打てということを最後に言われました。私は昨年

が１クラスに至ったとき、今言われました言葉を思

いました。もっと早くから立ち上がるべきだったな

と、非常に猛省をいたしました。 

 幸い、議会の皆さん方がこれではいけないという

ことで、早急に立ち上がっていただいて、来年の話

を昨年に決めていただいた、支援策を。そのことが、

今度大きく功を奏して、いろいろ、なかなか理解し

てもらえんだろうと思っておりましたけれども、皆

さん方のそういう熱い思い、支援を理解していただ

いたと。中学校の先生方の取り組み、生徒自身が一

番その意欲を持って頑張るということなんでしょう

けど、お思いになったということでしょうが。それ

から串木野高校ＯＢの皆さん方の体験講話とか、こ

ういったこと全部が市民の願いと相まって、おかげ

さまで27年度は、昨年の倍率0.4に対して0.91とい

う、倍以上の成果が上がっております。これは非常

に全国的にも話題になっているようで、ありがたい

ことであります。 

 問題はこれからであります。これが新しいスター

トになりますので、確実にこれから実績を積み上げ

ていかなきゃ、また私はだめになると思っておりま

す。だから、将来を見据えて、そういう思いで私も

たびたび串木野高等学校を訪問しながら、先生方に

生徒たちの能力を最大限引き上げてくれと、徹底し

た指導をお願いしますということを言ってまいりま
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した。最後は、下迫田議長と有村教育長と、もう最

後だと、12月ですね、いよいよ出願を決定する最後

だから、もう一遍回りましょうと言って、３人で全

中学校を回って、校長先生、進路指導の先生も来て

いただきまして、私どもなりの思いを訴えさせてい

ただきました。 

 そういうことで、皆さん方のおかげで、２クラス

確保という形がどうやら整ってきたということで、

大変喜ばしく思いますが、これから新しく力強くス

タートしたいと思っております。 

 ちょっと長くなりましたけれども、そういった思

いで、将来に備えて、島根県海士町の取り組みを今、

るるお話なさいました。私どもも早速資料を収集し

て勉強をいたしました。大いに参考にさせていただ

きたいと思いますが、私はやはり串木野高校の存在

というのは、何といっても普通高校ですから、やは

り勉学、進学に全力投球するというのが私は第一義

ではなかろうかなというふうに思っております。そ

れが普通高校の使命だと思っています。 

 もちろんそうでありますが、他方、高校生活は文

武両道で励んでいただきたい。それがまた人間形成

への道になると思います。 

 私ども市としても、そういった面で議会の皆さん

の御理解をいただいて、各種補助も実施をしており

ますが、その中で、今、部活動におけるすぐれた指

導者のお話もなさいました。そういったすぐれた指

導者の確保とか、特色ある学科の設置とか、いろい

ろ課題もあると思います。第一義は進学校としてや

るべきと思いますが、そういった特色ある学科とい

うことやらも、また視野に入れていくべき課題であ

ると思っておりますが、いずれにいたしましても、

所管であります県教育委員会の方針等をお聞きし、

また、私どもも意見を申し上げて、これから可能な

限り、いろんな形でみんなと一緒になって努力をし

ていきたい、串木野高校再建のために頑張っていき

たいというふうに思っております。 

○13番（竹之内 勉君） 県教委の指針もあるので、

一長一短にはいかないと思います。そういう気持ち

を持ち続けるということが大事だと思いますので。 

 次、２番目に行きます。遠方、離島の学生の受け

入れ体制についてであります。 

 串高は県内どこからでも入れる学校ということで、

遠方、当然、甑をはじめ、離島からも来れるんだよ

ということであります。そういったことを考えたと

きに、昔は串高生のほとんどの下宿もありました。

今はないですが、お隣の川内高校、川内商工は寮が

あるんですよね。四、五十人ぐらい入っていらっし

ゃるのかな。当然、島の方々も入っていらっしゃる

ということで、改めて県に寮をつくってくださいな

んて不可能な話だと思いますが、そういう受け入れ

体制というのは何らか模索すべきではないのかなと

思いますが、そのあたりはいかがお考えでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 遠方や離島から串木野高校

へ進学を希望する生徒に対して、寮や下宿、いわゆ

る受け入れ体制についてどう思うかというお尋ねで

ありますが、お述べになられましたとおり、以前は

甑島出身の生徒を対象にして下宿屋さんがありまし

た。でも、現在は廃業されておいでのようです。御

指摘の受け入れ体制は、したがいまして、整ってい

ないというのが現状であります。 

 串木野高校は昨年の募集から全県学区となってお

りますことから、串木野高校の取り組みが実績を上

げて、串木野高校の魅力度が上がってまいりますと、

遠方、離島出身の学生も増えてくるんじゃなかろう

かと想定されます。 

 したがいまして、状況によっては、今後、受け入

れ体制づくりといったことも検討の課題であると思

いますけれども、何よりも学校の魅力度を上げる、

実績を上げる、そのことがやっぱり第一義だと思い

ます。そして、やはり受け入れ体制が必要だと言わ

れるような、そのような状況が生まれるように我々

が努力せなんいかんが、期待をしなけりゃいけない

というふうに思っております。 

○13番（竹之内 勉君） もう時間があれですけど。

先日、卒業式がありました、串木野高校の。私も保

護者の皆さんの後ろのほうに座って参加をさせてい

ただいたんですが、教育長ほか、議長をはじめ、同

僚議員の方も参加いただきました。48人の卒業生で、

37人が進学してるんですよね。立派な進学校なんで

すよね。これを見て改めて、要はあとはどのレベル
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のいう話もあるんでしょうが。そして、卒業証書を

渡す段になって、卒業生男子が卒業証書をもらう前

に、壇上から振り返って、在校生、後輩たち、保護

者、先生たちに向かって「僕はこの学校に来てよか

った。ありがとう」という内容の言葉を言って、証

書をもらったんですね。参加された方はどう感じら

れたかわかりませんが、彼の高校生活３年間という

のは、学校がなくなる、なくなるという周りのいろ

んな喧騒の中で、どんな３年間だったのだろうかな

と。特に３年生になって、最上級生になって、今年

はあの大きな会社の社長さんの話を聞けた、あの有

名な学校の校長先生の話を聞けた、あるいはお医者

さんでアメリカからわざわざ歩こう会に参加してく

ださる、みんな先輩だと思ったときに、彼は伝統と

いうのを誇りに思ったんだろうと思うんですよ。そ

ういうことも含めて、ありがとうの言葉になったん

だと思うんですね。 

 ですから、そういう意味でも、応援する姿勢とい

うのが見える形で、生徒を募集というのは特認校と

一緒ですよね。地域と学校と保護者が一体となって

ＰＲせんことには。で、振興協議会がありますよね。

私が今回テーマに上げたことも皆様思ってらっしゃ

る部分があると思うんです。形はできなくても、こ

ういう形で応援してるよということをやっぱり見せ

てあげるということが大事だと思うんです。振興協

議会も含めて、そういう場づくりをしていただきた

いというのが私の狙いなんです、この質問の。市長

のお考えを。 

○市長（田畑誠一君） 串木野高等学校の振興協議

会のことにつきましてでありますが、串木野高等学

校の募集定員を３クラスから２クラスに削減方針を

示されたことを受けまして、これは平成16年でした。

すわ一大事ということで、私を会長に、市議会議長

さん、竹之内議長さんだったと思いますが当時は、

でしたかね。市議会議長さんをはじめ、各種団体の

長、串木野高校ＰＴＡ、串木野高校ＯＢ会等で組織

を挙げて、市を挙げて陳情要請活動を展開いたしま

した。おかげさまで、こんな例は余りないと思いま

すが、たった１年で県教委がまたもとに返してくれ

ました。３クラスにですね、翌年は。そういう実績

を上げた経緯がございます。 

 以降、構成会員それぞれが、串木野高校が直面す

る課題の克服や応援団として真摯に取り組んでいた

だいております。そのような取り組みが功を奏して、

このたびの進学希望者減に伴う高校存続の危機とい

った問題も、いい方向へ進んできたんじゃないかと

思っております。 

 ただ、御指摘がありますように、串木野高校の将

来を見据えて、諸方面からいろいろな課題を検討し、

継続的な取り組みを展開、行動する、息の長い強力

な応援組織に発展させていく必要を感じているとこ

ろであります。 

 先ほど事例紹介がありました、島根県海士町の取

り組みなども大いに参考にさせていただきながら、

これを機に、議会の皆さん一緒に立ち上がっていた

だいた、２クラスに戻ります。これを機に、組織強

化に取り組んでまいりたい。そして、串木野高校を

応援し続けていきたい、元気を出してもらうように

応援したいというふうに思っております。 

○13番（竹之内 勉君） ぜひ、海士町もつくって

おります。うちの場合はそれより早くできているわ

けですから、ここを活用しない手はないと思います。

ぜひ、今日私がしました１番、２番も含めて、みん

なが納得できるような形を見せる場づくりをしてい

ただきたいと思います。 

 それと、４月になったら、ぜひ串高の新１年生の

みんなに、串高のどこに魅力を感じて選択したのか

というアンケートを学校のほうにとってもろごと。

それは魅力として、次に打つ手の手段になると思う

ので、ぜひそれをしてみたらどうかいうことで御提

案をしたいと思います。 

 最後に、いよいよ今日から高校受験が始まりまし

た。串高を受験する73名を含め、全ての受験生が目

標の学校に見事合格するようエールを送って、私の

全ての質問を終わりたいと思います。 

○議長（下迫田良信君） 次に、中村敏彦議員の発

言を許します。 

   ［７番中村敏彦君登壇］ 

○７番（中村敏彦君） 通告に従い、３件について

一般質問を行います。 
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 まず、まち・ひと・しごと創生法に基づくまちづ

くりについてでありますが、私で３人目であります、

きのうから。そういう意味では、通告時点の自分の

思いをそのまま質問していいのかどうか迷っており

ます。できるだけダブらないように進めてまいりた

いと思っております。 

 政府は昨年９月に地方創生に関する二つの法案を

成立させて、先般、26年度補正予算及び27年度予算

に関連予算を計上し、現在、新年度予算については

国会審議中であります。今後、各自治体において地

方創生推進本部を設置し、地方人口ビジョン並びに

地方版総合戦略を策定することとなっているようで

あります。 

 今回の施策は、昨年、先ほどの同僚議員からも発

言がありましたが、日本創成会議が2060年の人口シ

ミュレーションを8,000万人として、消滅自治体リ

スト等が公表されたことに危機感を持って、国によ

って１億人口の維持と東京一極集中を是正しようと

するものであると理解しております。 

 マスコミ報道や１月15日付の全国市議会旬報に掲

載されております、石破茂地方創生担当大臣の年頭

所感も読みました。これによりますと、地方再生を

これまでのように国主導ではなくて、地方が政策を

考えて、それに対して国がバックアップするという

ことが強調されております。 

 先ほどの同僚議員も言われましたが、これまで地

方活性化、地方再生、地方分権など、名前を変えて

地方政策が打たれてきたにもかかわらず、残念なが

ら地方は衰退してきております。そういう意味で、

本市においても同様でありますが、これまでの地方

活性化策に歯どめがかからなかった、いわゆる衰退

に歯どめがかからなかった原因についての基本的な

見解を市長に求めて、壇上からの質問といたします。 

○市長（田畑誠一君） 中村敏彦議員の御質問にお

答えをいたします。大きな課題である地方創生につ

いてのお尋ねであります。 

 これまでの地方の政策でありますけれども、国に

おいてはこれまでも地方の活性化のため、地域活性

化策や地方の景気対策が手がけられてきました。し

かし、ともすれば全国一律の取り組みで、画一的あ

るいは短期的で、継続的な効果を上げることができ

なかった面もあるのではないかと思っております。 

 また、もう一つ、地方の場合は、本市もそうであ

りますが、３割自治であります。したがいまして、

国主導に引っ張られた面もあったのではないかと、

そういった面も言えるのではないかと私は考えてお

ります。 

○７番（中村敏彦君） 市長も言われたように、な

かなか成果が出てこなかったというのが現実にある

と思います。そういう意味で、先ほどちょっと壇上

でも言いましたように、私もネットでいろいろ地方

版総合戦略についての書き込みを見てみたら、成果

乏しい歴代政権の地方対策とか、本当にたくさん書

き込みがあったんですが、今回の施策がそういう意

味で今までの地方政策をしっかり検証されて提案さ

れているのか、どうも疑問があるんですけど、ここ

ら辺について市長はどのように受けとめておられる

か聞きたいです。 

○市長（田畑誠一君） これまでの政策と、それか

ら総合戦略ですね、これからの、どういう点が違う

のかという御趣旨の御質問だと思います。国の地方

創生への取り組みへの評価につきましては、国は地

方自治体にも人口ビジョン、総合戦略の策定を求め

ておりますが、その策定に当たっては、自治体みず

からが客観的な分析に基づいてその課題を把握し、

地域の実情に沿った地域性のあるものとすることと

しております。政策ごとに数値目標と評価、そして

施策の継続性が求められ、それに財源を確保してい

こうとするものであり、市としましても、これに適

切に対応をすべきものととらえておりますが、国に

おいても確実に財源の確保をなされることが必要で

あります。 

 また、市としましても、これにより全てが解決す

るようなものではなく、やはり本市の現在、将来に

とって何が必要かを踏まえて、地道に取り組んでい

くことが必要であろうと考えております。 

○７番（中村敏彦君） 確認の意味でお聞きします、

先ほどの同僚議員の質問に対する。今おっしゃられ

た人口ビジョンと、その人口ビジョンを達成する一

つの伏線としての地方版総合戦略策定だと思ってお
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りますが、３万人を切った本市の人口減少に、いわ

ゆる歯どめをかける最も大事な課題は何か、市長と

しての捉え方をお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） きのうも答弁いたしました

けれども、地方創生というのは、一言で言ったら人

口減少にいかに歯どめをかけるかということだと思

っています。できれば増えればそれにこしたことな

いんですけれども。 

 そういった面で、本市の人口減少の課題が、大き

い課題があるわけでありますが、近年の人口動態を

見ますと、自然動態では合計特殊出生率が県平均を

下回っております。あわせまして、子供を産んでい

ただく世代の人口数が減少している状況にあります。

自然動態ですね。また社会動態では、主に高校卒業

に伴う20歳前後が流出超過であり、25歳以降のいわ

ゆるＵターンの幅が小さく、流出分を補完し切れな

い状況にあります。 

 子育て支援などの環境整備を図りつつも、子供を

産んでいただく世代の人口数が減少して、減少傾向

を抑制できない現状にあることから、生活できる環

境として産業の振興を含め、雇用の確保が課題の一

つであると認識をしているところであります。 

○７番（中村敏彦君） そのとおりだと私も理解を

しています。しかも、この総合戦略で国が言ってい

るのが、先ほど紹介した石破茂担当大臣の年頭所感

にも書いてありますけど、若い世代の就労、結婚、

子育ての希望の実現を図るための施策をするために、

本社機能の地方移転を促す税制面での優遇策も検討

されているようであります。 

 本市においては、もう本当に、雇用確保のために、

企業誘致や企業の支援、子育て支援など、本当に懸

命に努力されてきていると思っております。にもか

かわらず、人口減少そのものに歯どめがかかってお

りません、残念ながら。 

 そういう意味で、そう簡単に企業誘致ができるの

かなという疑問を持っているんですが。当然、雇用

拡大に向けて企業誘致はしていかなければなりませ

んが、基本は地場の企業を育成するというのに主眼

を置くべきだと私個人的には思っているんですが、

企業誘致と雇用拡大について、市長の考えておられ

ることをお聞きしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 企業誘致と雇用拡大政策に

ついてでありますが、雇用拡大に係る政策について、

地方創生の中でも雇用の確保は、今お述べになられ

ましたとおり、若者の定住化、子供を産み育てる環

境のために、最も重要なテーマだと私も認識をして

おります。 

 そこで、企業誘致につきましては、西薩中核工業

団地を議会の皆さんの御賛同をいただいて、買い入

れて、誘致制度の充実を図りました。積極的に雇用

の創出に努めているところであります。この制度を

活用しまして、濵田酒造さん、あるいはヒガシマル

さん、そしてまたプリマハムさんが、近々、工業設

備投資の拡大を図っておられて、新たな雇用が生み

出されることを大変期待をしているところです。 

 今後は、その企業誘致に加えて、本市が有する人

材、資源、資金を最大限に活用する六次産業化や、

農商工連携などによる高付加価値化、また、市内市

場の縮小を補完する他地域や海外からの消費獲得な

どにも重点的に取り組む必要があると考えておりま

す。 

 国により提供される地域経済分析システム等の活

用により、特性や課題等を踏まえながら、施策の検

討をしてまいりたいと考えております。 

○７番（中村敏彦君） 六次産業にも触れられまし

たけど、これは後でちょっと質問の内容に入ってい

ますので、後でまた述べます。 

 先ほど申し上げたように、本当に企業の支援策、

かなり効果を上げていると私も思っております。２

社の増築、増築と言っていいのか、増改築で、少な

くとも四十数名の新規雇用が生まれるわけで、そう

いう意味でやっぱり、繰り返しますが、本当に今さ

ら企業誘致はそう簡単にはいかないと思っておりま

すので、地元の企業を支援するということに力点を

置くべきだなと思っての質問でした。 

 いずれにしても、先ほども述べられましたけれど

も、あした発足みたいですが、今後、人口ビジョン

と地方版総合戦略を策定した上で、それぞれの自治

体間での予算獲得合戦が多分行われると思います。

たしか26年度分で60項目ぐらい、27年度分で200項
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目ぐらいのメニューが提示されているようでありま

すけど、その中でそれぞれの自治体で選んでちゃん

としなさいという意味で出されていると思うんです

が、過去２回、民間のＱＣ活動を例に挙げて、ＰＤ

ＣＡ、プラン・ドゥ・チェック・アクションを行政

評価に取り入れるべきじゃないかということを提案

してきた経過がございます。今回の総合戦略は、現

在、各自治体で作成されている総合計画とちょっと

違うところは、数値目標を挙げて、ＰＤＣＡサイク

ルで評価しなさいというのが、たしか総合計画と違

う部分だと思っております。 

 そういう意味で、先ほど申し上げました26年度版、

27年度版、合わせて260ぐらいのメニューが提案さ

れていると思うんですが、本市の特徴を活かした戦

略をどのように考えておられるのか。さっき六次化

の問題も言われました。そこを少し。 

 次に、行きます。 

 例えば伊藤知事が、この前、記者会見で、観光産

業と一次産業を中心にしたいということをおっしゃ

っておられます。多分、本市も観光産業と一次産業

の育成が一番合っているのかなと私は個人的に思っ

ているものですから、市長はどのように考えておら

れるか、お聞きいたします。 

○市長（田畑誠一君） 本市の特徴を活かした戦略、

あるいはもう１点、それではその戦略の重点は何か

という、２問にわたってのお尋ねではなかったかと

思います。 

 本市の特徴を活かした戦略でありますけれども、

本市の取り組みにつきましては、総合戦略は就業機

会の確保などにより地域を活性化するため、企業の

誘致のほか、農林水産業を含む産業の振興、あるい

は子育て環境など、広範な視点、施策が必要とされ

ると考えております。その中でも産業の振興を含め、

雇用の確保が重点的な課題の一つであると考えてお

りますが、総合戦略では、策定に当たって、さらな

る課題の抽出、また、政策の分析を行いながら、取

り組みの方向性、施策の重点化を検討してまいりた

いと考えております。 

 戦略の重点は何かというお尋ねでありますけれど

も、地方創生の中でも雇用の確保は、定住化、生活

できる環境のためにも重要なテーマであり、企業誘

致に加えて、地域資源や恵まれた生活環境を活かし

て魅力ある雇用機会を創出していくことが重要であ

ると考えております。 

 このため、産業の振興として、農林水産業の所得

向上のために六次産業化や製造業等との連携の取り

組みを支援することにより、高付加価値化を図るこ

とや製造業も含めた海外販路の開拓支援、あるいは

観光と連携された取り組みなどを通して、市外から

の消費の獲得に努めることも雇用を活性化させる大

事な視点になるんじゃなかろうかと思っているとこ

ろであります。 

○７番（中村敏彦君） 先日、２月21日の南日本新

聞ですが、先ほど言いました伊藤知事、六次産業化

で市場10年間で3.5倍という見出しで載っていまし

た。ただ、六次産業化を進めるに当たって、少し古

い新聞になりますけれども、2009年11月６日、この

日付を聞くとおわかりと思うんですが、市長選挙の

ときの本市の課題は何かという南日本新聞の記事な

んですが、この中に当時の食のまちづくり検討委員

会の会長さん、久木山会長ですが、コメントが載っ

ていました。「人口減を食いとめるには雇用創出し

かない。そのためには一次産業と二次産業、さらに

三次産業も結びつけて六次産業化にしていかなけれ

ばならない」と。その上で、これは会長のコメント

ではないのですが、足元の一次産業に目を向けると、

高齢化や担い手不足など厳しい現状が横たわってい

る、先ほどの質問内容とも似ているところがありま

すが、沿岸沖合漁業の水揚げ量も1980年の３万

3,503トンをピークに、そのときは串木野の漁協だ

けですね。合併した後の2008年の全体での水揚げは

1,190トン、激減も激減ということが指摘されてお

ります。 

 それと、また農家の方からは、市来はかつてはス

イカの一大産地だったが、今は面影もない。イベン

トや物産館もいいが、質が高く、安全安心な農産物

があってこそではないかと、六次産業化に向けてで

すね、そういうことを言われております。 

 この実情は、今２年たってますけど、変わってい

ないと思っているんですが、六次産業を進める上で
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も、とりわけ農漁業の育成が大事だと思います。細

かいことはもう言いません。それに対する決意みた

いなものをお聞かせいただければと思っております。 

○市長（田畑誠一君） 一次産業の振興についてで

ありますけれども、地域経済の活性化には、市外か

らの消費の獲得に努めることも重要であると思いま

す。六次産業化等の取り組みを進めるとともに、一

次産品を含む本市特産品の一層のＰＲも検討課題で

あろうと思っているところであります。 

○７番（中村敏彦君） 今までも、ここ一、二年ぐ

らいの間に沿岸漁業の支援策も単費でやっています

ので、これは引き続きやっていかれると思っており

ます。 

 もう一つの県知事が言っている観光ですね。これ

はやっぱり本市の場合は結構先行しているんじゃな

いかなと、私は理解しているんですけど、よく市長

も言われます。 

 薩摩藩英国留学生記念館に４万人来館されており

ます。大変いいことだと思っておりますが、残念な

がら、聞くところによりますと、宿泊につながって

いないようであります。そういう意味では、ここに

ＥＡＴこバスの３月のプログラムをちょっと、資料

をとったんですが、結構いいコースで設定されてる

なと、冠岳と冠岳温泉とか、記念館と白浜温泉とか、

市来温泉も含めてですね。だから、来ていただいた

４万人を、ただ通過のお客さんじゃなくて、宿泊を

伴うリピーターになっていただくためには、ＥＡＴ

こバスで設定されているこのメニューを個人的な旅

行者にも、もちろんＰＲされていると思うんですが、

あわせて、国民宿舎の検討委員会に入っていますの

で、あまり中を突っ込んで言えませんが、例えばそ

のハード、ソフトの検証をすることも大事じゃない

かなと。泊ってみたいという宿にしていくというか、

そのことも大事じゃないかなという思いで、もし、

この観光資源を活かす政策について、市長の考えが

あれば伺いたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 観光産業の振興というのは、

これは本市の、県も知事も言っておられますが、こ

れから先を展望する大きな期待される産業だと位置

づけを私もしております。 

 記念館のほうは、おかげさまで、県内外から多く

の方にご来館をいただきまして、半年余りで既に４

万人を突破しております。また、お述べになりまし

たＥＡＴこバスも、早々と1,000人突破をして、記

念のセレモニーがありましたが、非常に好評で、予

約がいっぱいだというふうに聞いております。いろ

いろ、中村議員がお述べになられましたとおり、コ

ース等にみんなが工夫をしておられて、魅力ある企

画をしておられるたまものだと思っております。 

 今年、記念館は150周年目という節目であり、さ

らにまた、軌を一つにして、国民文化祭も本県にや

ってまいりました。したがいまして、この記念イベ

ントとしていろんなことをやっていきたいというふ

うに考えておりますが、串木野市漁協のレストラン、

それから特産品、直売所の整備も進んでおりますの

で、この支援や総合観光案内所の整備などを進めて

まいりたいと思っております。 

 記念館に訪れた方々で、これが宿泊につながれば

一番いいわけですけれども、お聞きするところ、

80％の方は市内で食事をなさっているそうです。い

ろいろコースを聞きます。これは一つの経済効果だ

なと思っておりますが、今、さっきから言われてお

りますとおり、やはり市外からの交流人口の拡大で

すね、これが消費の活性化につながる重要な視点だ

と私も思っております。 

 観光産業というのは、経済波及効果が非常に大き

いと思います。したがいまして、この観光産業をは

じめ、やはり農林水産業、商工業等を含めたバラン

スある地域経済の発展に寄与できるような施策を、

みんなで知恵を出していくべきだというふうに考え

ております。 

○７番（中村敏彦君） とりあえず、国のほうでは

26年度、27年度に260ぐらいのメニューを出してま

すけど、やっぱり本市においてはある資源を、今ま

で取り組んできた事業の延長かもしれないけど、あ

る資源を活かす戦略を立てるしかないのかなという

思いで、今、観光と六次産業を述べました。 

 今までやってきた政策にちょっとスパイスを利か

せるというか、延長では認められないみたいですね、

この事業は。単なる延長では。今までの延長だけで
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は認められないような戦略みたいですので、ちょっ

とスパイスを利かせてつくり直して、仕切り直しだ

という意味でつくっていただければいいかなと思っ

ています。 

 あわせて、その260近くのメニューには、今まで

一般質問で、例えば私自身も言ってきたことですけ

ど、空き家対策や地域公共対策、新規就農、鳥獣対

策とか、ある議員が取り上げた民法ラジオの難聴解

消など、本当にたくさん地域が抱えているいろんな

課題を網羅してあるので、そこら辺も行く行くは活

かしてほしいなという思いで申し上げて、この項に

ついての一般質問は終わります。 

○議長（下迫田良信君） 中村議員、質問の途中で

すが、ここで昼食のため、休憩をいたします。 

 再開は午後１時10分といたします。 

             休憩 午前11時53分 

             ───────── 

             再開 午後１時10分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

○７番（中村敏彦君） １件目の質問、ちょっと時

間をとり過ぎました。通告しております第６期介護

保険事業計画について質問します。 

 昨日も同僚議員からこの件について質問がありま

した。また、予算議案も提案されておりますので、

予算審査に触れない程度、基本的な部分について質

問をいたします。 

 今回の第６期介護保険事業計画、新聞でもいろい

ろ言われております。在宅重点、懸念の声もとか、

在宅サービス負担増、特養の建設ブレーキのおそれ

とか、南日本新聞にも書いてありましたが、支え手

が不足して自治体二の足を踏んでいるとか、いろん

な見出しで危惧している意見、見解が述べられてお

ります。そういう意味での質問であります。 

 第６期介護保険事業計画では、要支援１、２のサ

ービスの一部を介護保険制度から切り離して、市町

村の事業へ移譲することを柱としております。これ

は、介護報酬2.27％削減のための施策の一面があり、

今申し上げた新聞記事にも書いてありますが、膨ら

む給付費の縮減ありきの議論が先行して、在宅重点

への移行のイメージが強いとの指摘があります。利

用者、関係者からも、問題となっている現状の家族

介護、老老介護が一層深刻化するのではないかとの

心配がなされております。 

 そのような中で、本市においては要支援１、２の

サービスを、初年度、平成27年度から地域へ移行す

るとしていますが、他団体に先駆けて移行する理由

をお伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） 他市町村に先駆けて、今回

の改定により移行する理由は何かということであり

ますが、介護給付から切り離し、総合事業へ移行す

ることで、要支援１、２で、現在、訪問介護、通所

介護のサービスを受けておられる方にとっては、４

月以降、何が変わるかといいますと、これらのサー

ビスが必要な方には、今後も専門職による介護サー

ビスが引き続き提供されますので、今と何も変わり

ません。 

 なお、ＮＰＯ法人や公民館における住民運営のボ

ランティアによる介護予防活動、いわゆるサロンや

ころばん体操なども増やしていく計画であり、そち

らに参加したい人にとっては、それにも参加できま

すので、利用者にとっては選択肢が増えるメリット

があると思います。 

 早期に移行することでデメリットはなく、逆に移

行期限である２年後までに、全公民館で介護予防活

動の整備を終えることができるものでもありません。

2025年を見据えて、１年でも早く取り組むべきもの

と考えています。 

○７番（中村敏彦君） 現在の施設あるいは社協を

含めてのサービスも選択できるというのは知っては

いたんですが、２月４日だったですか、南日本新聞

の報道によれば、平成27年度から移行する団体は全

国で0.7％、県内でも本市のほかに西之表と十島村

と徳之島と奄美と伊仙町の６市町村であります。 

 さっきも言いましたように、支え手が不足して自

治体二の足という記事もあるんですが、そんなに利

用者にとって変化がないとおっしゃられるんですが、

書いてある記事は、どうもそれぞれ自治体が心配さ

れている向きがいっぱいあるので、また、初年度実

施することによって、自治体に対する国の財政的支



 
- 85 - 

援があるということもちょっとニュースなんかに出

たんですが、そのことはどんなふうになっているん

でしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 先行市町村には国からの財

政支援があるのかというお尋ねでありますけれども、

総合事業も無制限に予算が組めるのではなく、予算

枠が決められており、前年度実績額に直近の３カ年

の75歳以上の伸び率を乗じた額が上限となります。

平成27年度から事業スタートになりますと、前年度

実績額は平成26年度分となり、平成28年度スタート

となりますと、前年度実績は平成27年度分となりま

す。 

 今回の介護報酬改定に伴い、平成27年度から要支

援１、２の方々の訪問介護で約4.8％のマイナス改

定、通所援護では約20.9％のマイナス改定となって

おります。このことから、本市の場合は、平成27年

度からスタートしたほうが、平成28年度スタートよ

り事業の予算枠が約1,000万円多く使える試算とな

ります。 

○７番（中村敏彦君） 細かいことはまた予算審査

で出ると思うんですが、要するに、介護報酬の引き

下げ分が27年に反映するので、27年からスタートし

たほうが、26年度の介護保険財政の中でベースが決

まると。それが次の年に反映するので、一千何百万

円近くですか、今。だから、特に介護保険財政に対

して国の負担金やら交付金が増えるという、そうい

う意味じゃなさそうですね。僕は、そういうふうに

ちょっと受け取っていたものだから。 

○健康増進課主監（上原順子君） 今、おっしゃい

ましたように、特別な支援が国からあるということ

よりも、26年度を実績にしたほうが、27年度に使え

る上限の枠が大きいということになります。28年度

からスタートしますと、27年度実績がもとになりま

すので、27年度、報酬改定とかによりまして実績額

が少なくなるということから、26年度をもとにして

27年度から開始したほうが、たくさんの枠がもらえ

るということになります。 

○７番（中村敏彦君） 要するに、平均して2.27％

の介護報酬の引き下げがもともとこの計画でありま

す。それが次の年に反映するかしないかということ

ですよね、その分が。はい、了解しました。 

 次に移ります。介護予防の担い手として、先ほど

市長が言われました地域ボランティアやらＮＰＯが

想定されております。いつだったか、本市でも島平

上公民館のころばん体操の取り組みがモデルとされ

て、この前、新聞にも紹介されておりましたが、当

初、13公民館からスタートして、新聞によれば、全

市展開が計画されております。高齢になっても元気

で生きがいを持って地域で輝き続けるためにも大事

な取り組みだと、私自身も思っておりますが、その

見通しはどうか、13公民館から全市的な展開が図ら

れるのかなという思いがあります。 

 といいますのは、さっき市長も言われたサロン、

今、30公民館ぐらいでたしかやられているんですが、

月一回のサロンでさえ。ころばん体操は週に１回の

ペースでやっぱりしていかなければならないと思っ

ているんですが、なかなか公民館役員にそれぞれ幾

つか聞いてみたら、ちょっとそういう、かなり拘束

されるというか、で、受けられないよなという意見

もありましたので、そういう意味で、13公民館から

全市展開可能かなと思っての質問です。 

○市長（田畑誠一君） このころばん体操につきま

しては、昨年の12月１日、いちきアクアホールで各

公民館長、婦人会長、民生委員、健康地域づくり推

進員などを対象にしまして、120名参加しておられ

ますが、地域づくりによる介護予防の推進と題しま

して、ころばん体操などの紹介をしたところです。

その後、１月14日から島平上公民館で、モデルとし

て、他公民館に先駆けで実施していただいておりま

す。他の公民館からも多くの見学者が来られたとこ

ろであり、これらを受けて、ころばん体操について、

出前講座の要請が32公民館からあり、現時点で17公

民館で講座が終了したところです。また、平成27年

度から、ころばん体操を実施したいと申し入れがあ

る公民館数は、島平上公民館を含めると17公民館の

予定であります。 

 サービスの質について、先ほども申し上げました

とおり、専門職のサービスが必要な方は、今と同様

に訪問介護、通所介護が受けられます。そのレベル

まで達しない、軽い方々が住民のボランティアによ
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る公民館などでの介護予防を選択できるということ

になります。 

○７番（中村敏彦君） 現在、要支援１、２に認定

されている方は、今までどおりのサービスは、当然、

引き続き受けられるという理解でよろしいですね。

要するに、ころばん体操とかサロンとかは、介護予

防を主として実施するということで理解していいで

すね。 

 そうしたときに、これは単純な質問ですけれども、

そういう受け手の自治会等に対する財政的な支援は

あるんでしょうか。 

○健康増進課主監（上原順子君） 今、ころばん体

操には、手とか足におもりをつけて体操を行うもの

が主体になるんですけれども、そういうおもりを無

償で貸与をしたりですとか、あるいは、ころばん体

操を週に１回ずつ継続される公民館につきましては、

高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業というの

がありまして、これまで個別の元気度アップポイン

ト事業はございましたが、今年度から、団体グルー

プに対しましてもポイント事業が開始しております

ので、ころばん体操をされる公民館につきましては、

そのグループに対しての元気度のポイントを差し上

げることにしております。それを週に１回開催され

ますと、１ポイントの1,000円がつくことになりま

す。ですから、例えば年間50週されますと、５万円

のポイントがつくということになりますので、そう

いうところを御活用いただきたいと考えております。 

○７番（中村敏彦君） 直接的な財政支援はないけ

れども、元気度アップのポイントで、団体に１回

1,000円、年間50週で５万円というのはかなり大き

いですね。それでお茶菓子を買ったりできるという

意味ですね。はい、わかりました。 

 私もちょっといろいろ聞いてみたんですけど、今

回の第６期介護保険事業計画で、特に老健施設では

報酬引き下げの影響はあんまりないという話を聞き

ました。ただ、きのうの同僚の質問にもあったんで

すが、特養老人ホームでは結構、小規模なところも

含めて大きな影響、特養老人ホームでは、場合によ

っては1,000万円ぐらいの介護報酬の減になるんじ

ゃないかという話もちらっと聞いたりしたんですが、

きのうの答弁では、要介護１も要介護２も、今まで

どおり特養老人ホームを利用できるというので、そ

んなに影響ないかなと思いながら、でも、いろいろ

新聞紙上では指摘されていますので、それぞれの介

護事業所の影響はどういうふうに見ておられるのか

なと思って御質問いたします。 

 あわせて、今回の第６期計画で国が目玉としてい

るのは、介護職員が30万人ぐらい不足している、そ

れを改善するためには給与月額１万2,000円引き上

げるというのも付帯でついていますので、それが実

際可能かどうかですね、本市において。 

○市長（田畑誠一君） 報酬引き上げに伴う介護事

業所の影響についてでありますが、介護報酬の

2.27％の引き下げですが、これは全体の平均的な引

き下げ率であり、御説のとおり、特別養護老人ホー

ムや通所介護サービス等は、さらに大きな引き下げ

となっています。 

 基本部分の報酬で見ますと、特別養護老人ホーム

個室に入所されている、入所者数が一番多い要介護

の方で見ますと、現在、月28万4,100円が5.6％減の

26万8,200円となります。１万5,900円の減でありま

す。相部屋、多床室ですと、27万3,600円が5.6％減

の25万8,300円となり、１万5,300円減になります。

小規模通所介護事業所は、要介護３の方で、一日当

たり１万1,080円が9.2％減の１万60円となり、これ

は1,020円の減になります。 

 これらの介護サービス事業所ごとの引き下げ率に

つきましては、国において、経営状況調査を実施し

た結果での収入に対する利益の割合を示す収支差率

等を参考に決定されたと聞いております。 

 なお、介護事業所は、収入減で賃金引き下げ等の

懸念はないかということでありますけど、これは、

要支援１、２の多くの方が一気にボランティアであ

る住民主体の介護予防活動に移行されますと、介護

サービス事業所は利用者減に伴い、経営的に難しい

ところが生じる可能性はありますが、基本報酬以外

に、認知症の方や中重度の方を多く受け入れられた

場合などは、別途、加算の報酬が新設されるなど、

改正もなされております。 

 なお、2025年に向け、さらなる高齢化の進行によ
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り、サービス受給を必要とする高齢者は増加するこ

とや、それを支える介護職員不足が予想されること

から、介護度の重い方は専門職で、軽い方は地域住

民等による介護予防活動でというふうに区分けをさ

れていくものと考えております。 

○７番（中村敏彦君） 国の計画の目玉である介護

職員の給与月額１万2,000円の処遇改善かどうか聞

いておりましたが、それも含めて次に答弁していた

だきたいんですが、大きな流れとしては、当面はそ

んなに事業所にも影響ないけれども、やがて、要支

援１、２が施設から利用が減ったり、影響が出てく

るという話で、一方、今朝のテレビでもありました

が、2020年、団塊の世代が75歳になるときに、631

万人が認知症の患者になるという予測がありますか

ら、当然、そこら辺の受け皿としての施設の位置づ

けも当然あると思うんですけど。 

 ただ、報酬引き下げと職員の処遇改善の板挟みで、

都市部では介護が崩壊するんじゃないかという懸念

をされてます。新聞なんかにもずっと載ってますけ

ど、本市ではそういうことは考えられないのかどう

か、それを伺います。 

○市長（田畑誠一君） 介護報酬の引き下げにより

まして、経営者側にとりましては明らかに収入減と

なりますが、介護サービスの質の低下や介護職員の

給与の削減につきましては、基本部分の介護報酬と

は別に、職員の賃金改善や資質向上、労働環境の改

善等の取り組みに応じて、介護職員処遇改善加算が

されることになっております。ですから、サービス

の質の低下にはつながらんのじゃないかというふう

に考えられております。 

○７番（中村敏彦君） あとは予算審査でもしてい

ただきたいと思いますが、介護保険財政の財政負担

を軽減するには三つしかないと思うんです。国の負

担金交付金を引き上げるか、介護保険料を上げるか、

それか、元気老人をたくさんつくるか、この三つだ

と思います。当然、国の負担金交付金の増額も強く

地方から求めていかなければならないと思うんです

けど、あわせて、介護状態にならない取り組みも本

当に大切だと、私個人的にも思っております。 

 先ほどのころばん体操、結構たくさんの公民館で

今話題になっております。我が家でもできんどかい

とか、ただ、さっき言ったように、半面、できそう

もないなというのもあります。 

 実は、２月25日のＫＫＢのスーパーＪチャンネル

だったと思います、埼玉県和光市の取り組みが紹介

されていました。カジノゲームみたいなゲーム機を

交流センターに置いとって、それでお年寄りと一緒

に遊んで、しかも回している職員の人もちゃんとベ

ストを着て、黒いスラックスを着て、それらしくや

ってましたけど、これで要支援１、２が１年間で４

割減ったという報道がありました。 

 だから、そういう意味では、やっぱり担当職員の

先進地への視察をぜひしていただいて、そういう取

り組みに、今、本市で取り組んでおられることに少

しプラスをつけていくというか、そして、介護の必

要な方にならない取り組みもぜひしていただいて、

そういう職員の先進地視察等、市長としてやっぱり

すべきじゃないかなと思ってますので、見解を伺い

ます。 

○市長（田畑誠一君） 介護予防に効果を上げてい

る先進地視察ですね、職員にやらせるべきじゃない

かというお話です。 

 地域住民等による介護予防活動ですが、地域の特

性により、それぞれ活動の特徴、形態が異なってい

ます。先進地の事例をそっくりまねをしても、本市

でうまくいく面ばかりはないと思いますけど、参考

にできる部分は数多くあるかと思っております。そ

ういった市町村の情報を取り入れながら、場合によ

っては視察をさせていただきながら、本市に合った

介護予防事業の仕組みを構築することで、高齢者の

方々がいつまでも元気で住みなれた自宅で、最期ま

で尊厳をもって生活できるような施策を進めなけれ

ばならないと思っております。 

 介護保険制度の運営が云々ということももちろん

これは大事ですけど、さっきから中村議員がおっし

ゃっておられるように、一番は、介護予防すること

にあると思います。それが何よりも市民の皆さんお

一人おひとりの健康度、幸せ度になるわけでありま

すから、今、提言されました先進地視察なども考慮

していきたいというふうに考えております。 
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○７番（中村敏彦君） 現状ではそれほどの影響は

なさそうな感じでありますけれども、心配はいっぱ

いありますけど。ただ、マスコミ等でいろいろ懸念

されております。介護崩壊にならない制度設計を求

めて、この項については終わります。 

 次に進みます。ごみの戸別収集について。これも

実は昨年、同僚議員が取り上げておりますので、こ

の間の経過についてのみ質問をいたします。 

 昨年９月の議会で、同僚議員がごみ収集の方法に

ついて、戸別収集について質問をされております。

その答弁で、検討課題である旨の答弁がありました。

その後、検討課題であると言われてましたので、他

市の取り組みの調査やら、それに基づいて検討なさ

れているか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 昨年の９月議会におきまし

て、適切なごみ処理のあり方について研究を行う必

要があるというふうに答弁をいたしました。現状で

は、他市の状況等を調査中であります。 

 県内においては、全戸戸別収集をしている自治体

はございませんが、志布志市において、日常生活に

介助または介護を必要とするおおむね65歳以上の高

齢者世帯等につきまして、ごみ出し困難者対策事業

として実施をしております。また、高齢者のひとり

暮らし世帯や障がい者の世帯で、車がないなど、処

理施設までの持ち込みが困難な場合に限り、粗大ご

みを収集している自治体は、本市を含め４市であり

ます。 

○７番（中村敏彦君） 現状は調査中とのことであ

りますけれども、これからの高齢化社会が進む中で、

戸別収集が必要となる時期が到来すると思いますが、

そういう認識について、市長のお考えを伺いたいと

思います。 

○市長（田畑誠一君） 今、お述べになられました

とおり、高齢化が進んでいく中で、今後やはりその

ような方向にもある面向かうんじゃないかと思って

おります。高齢化をはじめ、社会的動向の変化に応

じ、戸別収集を含め、より適切なごみの収集のあり

方について、今後も研究を進めてまいりたいと思い

ます。 

○７番（中村敏彦君） そこで、取っかかりとして、

災害時の要援護者として登録されている方が、たし

か1,000人弱だったと思っております。それと、障

害者手帳が交付されている方、あるいはその中で重

度の方など、現状はどのようになっているのか、こ

こから取っかかりになるんじゃないかなと思っての

質問です。 

○市長（田畑誠一君） 市内の障害者手帳を所持な

さっておられる方は2,602人です。そのうち重度の

方が1,036人おられます。また、避難行動要支援者

として登録されている方は988人おられます。 

○７番（中村敏彦君） 報告いただきました。実は、

私、特に要援護者というか、災害時の要援護を必要

とする方から、複数そういう声を聞いたものですか

ら、この質問をしているところであります。 

 そういう意味で、どこを対象にするかは別として、

必要性や、あるいは自治体によっては、北海道です

けど、自治体によっては有料のところもありそうで

す。だから、そういう意味で必要なのか、有料無料

どっちがなのか、そういうアンケートをとってみる、

この2,602人を対象にするか、1,030人を対象にする

か、988人を対象にするかは別として、アンケート

で市民のニーズを把握すべきではないかと個人的に

は考えております。 

 あわせて、２月12日のＮＨＫで、たまたま横浜市

のふれあい収集を紹介してました。市民からの要望

と申請によって平成24年から戸別収集を始めて、希

望者がどんどん増えて、平成26年度、昨年度ですけ

ど、３倍の5,500人になったという報道でした。こ

こに横浜市の取り組みのあれも入手してるんですけ

ど、要するに、横浜市は、福祉手帳などを交付して

いるなど六つの条件で希望者を対象に無料にしてい

るということでしたので、こういう事例も参考にす

べきじゃないかなと思っております。市長の見解を

伺います。 

○市長（田畑誠一君） 各市で独自の取り組みをな

されておられます。要援護者、身体障がい者、高齢

者の方々のごみの収集について、今、横浜市の例を

出されましたが、これらも参考にしながら、引き続

き検討をしてまいりたいと考えております。 

○７番（中村敏彦君） ぜひそのことも含めてお願
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いしたいんですが、私は恵比須町に住んでまして、

公民館加入が140、全世帯で190ぐらいあります。そ

のうちに、たしか要援護のまち防に登録している人

は、たしか６世帯８人だったと思っております。そ

の中で、恵比須町の場合は４カ所ごみステーション

があります。だから、その４カ所を回る範囲に６世

帯８名のうちに４世帯６名、たしか住んでおられる

ので、場合によっては、アンケートが先でしょうけ

ど、ニーズをつかむことが先でしょうけど、そうい

う収集車が通るコースにおられる方にテスト導入を

してみるとかですね。決して自分のところの公民館

の要援護者の人から要望があったんじゃないです。

ちょっと周辺部の人たちからこういう要望があった

んですけど、そういうシミュレーションを組んでみ

るというのも大事じゃないかなと思っておりますの

で、これを、市長が答弁があれば、ぜひ検討課題と

されることを求めて、答弁があればこれで終わりた

いと思います。 

○市長（田畑誠一君） ごみ出しについては、健常

な方々の場合にとっては、できるだけこれは共生・

協働のまちづくりのためにも、隣近所の声かけなど、

それから助け合いという面からも、お互い御自身で

お出しいただくというのが一番理想だと思います。

共生・協働のまちづくりのためにも。 

 ただ、先ほどから要援護者の方とか身体障がい者

の方とか、御不自由をなさっておられる方もおいで

でありますので、そういった方については、何かい

い方法はないものか、引き続き研究をしてまいりた

いというふうに思っております。 

○議長（下迫田良信君） 次に、中里純人議員の発

言を許します。 

   ［12番中里純人君登壇］ 

○12番（中里純人君） 私は、さきに通告いたしま

した２件について質問いたします。 

 まず、地方創生についてであります。 

 国立社会保障・人口問題研究所によりますと、我

が国の人口は、2010年の１億2,800万人が2048年に

は9,900万人、2060年には8,600万人と、50年で

4,100万人、32.3％減少すると予想しております。

この予想をもとに、昨年５月の日本創成会議の試算

では、2040年には全国の自治体の49.8％に当たる

896自治体で、20歳から39歳の女性が５割以下に減

少し、消滅する可能性が高いと公表し、全国の地方

自治体に衝撃を与えました。それによりますと、本

市の将来人口の見通しは、2010年の３万1,144人が、

2040年には１万8,944人と、39.1％の減少となって

います。これは、過去５年間で、毎年６～８万人が

地方から大都市圏への人口流出状況が続いているこ

とを想定しています。 

 昨年末、地方創生の方針や人口減少対策を盛り込

んだまち・ひと・しごと創生総合戦略が閣議決定さ

れ、2020年までの東京一極集中是正や地方への若者

雇用を30万人創出するなどの目標が明示されました。

あわせて、将来人口などを展望した長期ビジョンも

決定しました。 

 2015年度中に策定を求められているいちき串木野

市版まち・ひと・しごと創生総合戦略について、以

下数点伺います。 

 今回の地方創生の考え方は、今までのように国が

メニューを与えるのではなくて、地方自治体が主体

的に知恵を出して、自治体に合った施策をすること、

それに対して予算をつけるということから、雇用を

創出し、移住、定住、永住の仕掛けを本市で真剣に

考え、施策を具体化する大きな契機になることは間

違いないわけです。今回の地方創生のやり方は、私

はそのような認識をしているわけですが、市長はど

のような認識を持っておられるのか伺って、ここで

の質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 中里純人議員の御質問にお

答えをいたします。 

 地方創生についてであります。国は、長期ビジョ

ンと総合戦略をそれぞれ閣議決定し、地方自治体も

人口ビジョン、総合戦略の策定が求められるなど、

日本全体で総力を挙げた人口減少と地域経済縮小の

克服へ向けた取り組みが始まったところであります。 

 本市においても、人口減少の抑制と地域の活力の

維持、発展は、本市の将来にとって、最重要課題で

あると認識しており、国や県の取り組みと歩調を合

わせつつ、あらゆる分野から検討を行い、本市の実
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情に合った地域性のある戦略となるよう取り組んで

まいりたいと考えております。 

○12番（中里純人君） 地方創生は私で４人目の質

問でございます。それだけ関心の高いテーマですの

で、重複する点があるかとは思いますが、続けて質

問いたします。 

 今回の地方創生は、地方の人口増加につなげるの

が最大の目的だと思います。今までさまざまな地方

の活性化策がなされてきましたが、なぜ地方の人口

減少並びに人口増加につながらなかったのか、市長

は何が課題だったと認識しておられるのか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 過去の取り組みの課題であ

りますが、本市では、人口の自然増を目指した施策

として、第三子までの出生に係る支度金、これは平

成18年１月１日からだったと思いますから、もう丸

９年前ですね、支度金の制度を確立をしております。 

 私はこのとき、地方から少子高齢化に対する、ち

ょっと生意気ですけど、地方から国の政策を促した

いという、そういう心意気で議会の皆さんと議論を

して、制定をしております。 

 また今年から、中学校までの医療の無料化などの

負担軽減策のほか、子育て世代を対象として、家賃

を優遇する団地の整備など、子育てしやすい環境づ

くりを進めてきており、出生数は横ばいが続くなど、

これはこれで満足じゃもちろんないんですが、横ば

いが続いているということは、一定の成果は出てい

るのではないかと思っております。 

 一方、生産年齢人口である子供を産む世代の方々

が減少し、人口減少傾向が続いていることは、雇用

の確保が課題の一つであると認識しているところで

あります。総合戦略の策定に当たっては、これまで

の施策の分析も行いながら進めてまいりたいと思い

ます。 

 先ほどの中村議員にもお答えをいたしましたが、

これまで、やはり、ともすれば全国一律の取り組み

で、画一的あるいは短期的で、継続的な効果が上げ

られなかった面もあるのではないかなと思いますが、

私自身もう一つ、やはり、三割自治の地方都市とし

ては国へ主導的に引っ張られてきたという面もある

んじゃないかなと、これは私の考えですけど、今、

振り返って思ったりするところであります。 

○12番（中里純人君） 人口が増えるということは、

若者をはじめとしまして、働く場がないと人口増は

ないわけです。つまり、企業を誘致し、雇用が生ま

れる施策をどう具体化するか、これが今回の地方創

生の大きな柱であると思います。 

 伊藤知事は、鹿児島県としては、人口増の産業は

農業と観光と述べておられましたが、いちき串木野

市としては何がキーポイントと認識しておられるの

か。私は、総合計画の基本構想の中で、本市は焼酎、

マグロ、つけ揚げなど、海からの資源や自然条件の

よい港によって発展してきたとうたってありますよ

うに、本市のキーワードは海だと思います。漁業振

興をはじめ、水産加工や港湾など、海を活かしたま

ちづくりなくして本市の人口増はないと考えますが、

どうか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 重点施策についてでありま

すけど、地方創生の中で最も重要なキーワードは雇

用の確保、それは働く場所の確保、若者の定住化、

そして、子供を産み育てる環境のための整備という

のが重要だと思っております。引き続き、企業の誘

致につきましては積極的に努めながら、地場産業の

活性化に重点的に取り組むことで雇用を創出してい

くことが必要であると思っております。 

 今、中里議員のほうから、その重点カードの大き

な一つとして、本市は海からの資源、海からの恵み

によって発展をしてきたというお話をなさいました。

全く同感であります。特にマグロ漁業、沿岸漁業に

ついては、本市の基幹的産業の一つであり、水産業

の振興を図ることは経済の活性化、本市の地域力の

向上に資するものであり、戦略の策定に当たっては、

国により提供される地域経済分析システム等の活用

により、こうした特性等も踏まえながら施策の検討

をしてまいりたいと考えております。 

 中里議員がお述べになられましたとおり、重点施

策の大きな位置づけを、やっぱり海にかかわる産業

というのは位置づけるべきだと私も思っております。 

○12番（中里純人君） 今後、策定に当たりまして

は、戦略としてどの分野を柱とするのか、生き残り

のための他市との差別化を図ることが肝要だと思っ
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ております。 

 本年度の末までに総合戦略を策定しないといけな

いわけですが、霧島市など他自治体では、既に首長

を本部長に推進本部を立ち上げま、指導しています

が、本市では推進体制をどうするお考えか、地方創

生人材支援制度への応募はかなわなかったようです

が、国からの人的支援は支援で受けとめながら、や

はり本市の職員、本市の関係者の皆さんと協働して

総合戦略を策定するべきと考えますが、市長の見解

を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 地方創生の推進体制であり

ますが、人口ビジョン、総合戦略の策定については、

市として早急な対応が求められております。このた

め、あす６日には、政策課を事務局として、地方創

生推進本部を設置するところであり、庁内において、

まちづくり、ひとづくり、しごとづくりといった専

門部会やワーキンググループを設置し、今後、全庁

体制で取り組むとともに、市民の皆様をはじめ、議

会の皆さん、産業界、行政機関、教育機関、金融機

関などにより、推進組織で審議をいただきながら、

今、御提言あったように、市独自のよさを活かした

施策を進めていくべきだと考えております。 

○12番（中里純人君） 先ほどの答弁で、これまで

の地方活性化策が人口増加につながらなかったのは、

全国一律の画一的な取り組みだったと分析をされて

おりますが、国に依存し過ぎると、全国の成功事例

をもとに金太郎あめのような戦略が数多く策定され

ることが危惧されます。地域のことは地域が一番よ

く分かっているので、独自の戦略を策定していただ

きたいものです。再度伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今のお述べになられました

とおり、やはり地域のことは地域の皆さんが一番知

ってて、地域の歴史も地域の人たちでなけりゃわか

らない、また、それもともに享受してきたわけであ

ります。 

 やはり、先ほど私も答弁いたしましたが、これま

での政策というのは、やはり国主導で引っ張られて

きたという点もあったんじゃないかなという反省を

踏まえますと、やはり何か、テレビで有名な人の話

じゃないですけど、地域を活かす、まさに今でしょ

うというような思いであります。 

 御提言いただきましたように、地域ならではの独

特の宝物をみんなで探して、伸ばしていく方法が一

番望ましいと思っております。 

○12番（中里純人君） 人口ビジョンにつきまして、

諮問会議の「選択する未来委員会」の中間整理では、

目標達成に向けまして、合計特殊出生率を30年に

2.07に引き上げ、2060年の人口を１億545万人程度

とするよう提言しています。国も、2060年に人口１

億人程度という長期ビジョンを立てました。先ほど

も述べました日本創成会議の試算では、本市の人口

は2040年には１万8,944人とされていますが、この

ことについては、どのような見解か伺います。 

 また、本市の合計特殊出生率の現状並びに将来人

口の見通しについて、本市としての中期的な目標、

長期的な目標を現段階ではどのように考えておられ

るのか。また、平成29年度から始まる本市の第２次

総合計画との整合性をどのように図るのか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 総合計画との整合性につい

てであります。 

 人口ビジョンは、市の人口の現状を分析し、今後

目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示する

ものとして、国の長期ビジョンの期間である2060年

を基本とするものであります。 

 人口ビジョンとあわせて策定する総合戦略は、目

標に向けてより項目を重点化し、５年間で取り組ん

でいくものという認識であり、政策の範囲は必ずし

も同じではなく、総合計画とは別に策定することと

されております。 

 総合計画につきましては、人口ビジョンによる将

来展望を見据えながら、あらゆる分野を対象として

次期10年の計画を策定してまいりたいと考えており

ます。 

○政策課長（田中和幸君） 市長の答弁を補足申し

上げます。 

 議員さんの質問の中に合計特殊出生率のお話がご

ざいました。この数値につきましては、全国が1.43

で、県が1.63、市としては1.55というような数字で

ございます。 

 あともう一つ、2040年の現段階での人口の推計と
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いうようなお話もございました。市としては、総合

計画をお立てする際に、前期の総合計画を立てる際

の参考としておりましたのが、国立社会保障・人口

問題研究所の２万600人余りの数値を想定している

ところでございます。 

○12番（中里純人君） ただいま２万600人ぐらい

を予想されているということでございますが、2005

年の国勢調査が３万2,993人、10年後の今日では２

万9,751人となっておりまして、10年で約10％ずつ

減少しているような、単純計算では30％減の２万

1,800人となるのではと私は計算しておるわけでご

ざいますが、先ほど、２次総合計画との整合性は全

く別のものであるということでございました。気に

なったのは、１次総合計画の中で人口減少化につき

まして述べられておるのが、西回り自動車道など、

高速交通体系の利便性による地の利を活かした対策

に取り組むことによって、人口の維持または増加が

期待してありますとうたってあります。しかし、現

状は著しい減少化が進んでいるわけですので、しっ

かりしたビジョンの作成が望まれます。 

 次に、基本方針で、地方中枢拠点都市及び近隣市

町村定住自立圏における地域連携を推進し、役割分

担とネットワークを形成することを通じて、地方に

おける活力ある経済圏を形成し、人を呼び込む地域

拠点としての機能を高めると明記されました。総務

省によります人口20万人以上の医療、介護、教育な

どの機能を集約する地方中枢拠点都市構想が実現に

向けて動き出しています。 

 また一方では、国土交通省が打ち出した高次地方

都市連合では、車で60分以内で移動できる圏内で30

万人規模の地方都市圏をつくり、集落の点在する山

間地域では小さな拠点を設けて生活拠点とするとい

うことです。この地域拠点ということについて、ど

のようなお考えなのか伺います。 

○政策課長（田中和幸君） 地方総合戦略の中に、

確かに時代に合った地域をつくり、それと地域を連

携する、地方戦略の目標は大きく言って五つあるん

ですけれども、その中で地域と地域を連携する、そ

のようなお話も確かにございます。 

 それで、国の考え方としましては、それぞれ公共

施設を集約して小さな拠点を設けて、地域の活性化

に資するというような部分における部分と、現在、

総務省自体が進めております都市間連携、そういう

部分を活用しながら、連携を踏まえていくというよ

うな考え方もございます。 

 そういうこともございますので、当然、今後、総

合戦略をする中で、市長が１日目の答弁でも申し上

げましたとおり、都市間の連携というのは非常に大

切な事項になろうと思いますので、総合戦略を策定

する中で、そのような都市連携の部分に関しまして

も研究していく必要があると認識しております。 

○12番（中里純人君） 都市間の連携を図っていく

ということでございます。平成の大合併も10万人規

模を単位として進められてきたわけでございますが、

今回も、総務省の20万人、国土交通省の30万人とい

った拠点づくりが検討されています。人口減少とい

う問題の中で、新たな市町村合併が懸念されている

わけですが、このことについて見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 11年前から市町村合併が進

められました。たしか十二、三年前、3,232自治体

があったと思いますが、今、1,700ですね、約２分

の１に市町村の自治体の数が変わっております。 

 それからほぼ10年、本市も10年になりますが、県

内でも合併したまちがたくさん10年目を迎えておる

わけでありますが、現在、本市もそうでありますよ

うに、10年目のあらゆる分野の成果、過程というの

を振り返って、これから新たな10年を目指そうとし

ております。 

 平成の大合併で、今の時点では、それぞれのまち

が大体10年を経過したところであって、このことを

踏まえて、これから先、また道州制やらも言われて

おりますけれども、市町村合併とはどういう形にな

りますか、今後やっぱり検討されるであろうという

ふうに私は考えております。 

○12番（中里純人君） 今回の地方創生を契機に、

持続可能な自治体として、生き残り戦略を見出した

いものです。 

 次の質問に移ります。戦後70年に向けてでありま

す。 

 本年は戦後70年という大きな節目の年です。今、
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世界を見渡しますと、局地的な戦争は至るところで

発生しています。イスラム国というわけのわからな

い国もあり、テロもあります。しかしながら、私た

ちの国は、この70年間戦争をしないできました。こ

れほど幸せなことはないと思います。 

 しかし、昨年の集団的自衛権に始まり、自衛隊の

武器使用や海外活動の拡大について協議がなされて

います。私は、戦争に巻き込まれるのではないかと

心配するものですが、市長は、戦争もなく過ごせた

この70年間について、どのような見解をお持ちか伺

います。 

○市長（田畑誠一君） さきの大戦では多くの尊い

命が奪われました。私も戦後70年ということで、忘

れられた島、ペリリュー島ですか、あの激戦を米軍

が実際記録したものを何回も見てますけれども、け

さもそういうことで見たところであります。さっき

申し上げましたとおり、さきの大戦で本当に多くの

尊い命が奪われて、住民の生活も困窮の極みに達し、

人の心も乱れ、社会もすさんだ時代が当分続いたわ

けであります。我がまちも焦土と化しました。あれ

から70年を経過しようとしております。私たちは、

今お述べになられましたとおり、決してあの悲惨な

戦争のことを忘れてはなりません。 

 戦後、わが国は、世界に類を見ない急成長を遂げ、

今や世界第３位の経済大国となりました。これは、

戦争という大きな犠牲と経験を胸に、二度と戦争を

してはならない、平和な世の中をつくり出そうとの

思いで、国民一人ひとりが力を合わせ、努力したか

らこそ、なし得たものだと私は考えております。今

を生きる私たちは、過去の教訓を礎に、先ほどお述

べになられましたとおり、これから先も平和な世の

中を守り続けていく責任を担っております。 

 今年は終戦から70年を迎えます。市民の皆様とと

もに恒久平和を願い、次の世代へ平和な世の中、平

和な郷土をつないでまいりたいと考えております。 

○12番（中里純人君） 先日、私のところに、遺族

会の方が訪ねていらっしゃいました。用件は、戦争

体験の話を記録に残すとともに、子供たちへも伝え

ていきたいということでした。 

 私は戦後生まれで、戦争の悲惨さは体験はしてい

ませんが、両親並びに祖父から戦争の悲惨さを聞く

ものでした。戦後70年も経過しますと、戦争体験を

聞く機会も少なくなり、しかも、体験した方々も少

なくなってきています。私たちの国が、二度とあの

ような戦争をしないためにも、戦争の体験を私たち

の子供や孫たちへ伝えていく責任が、今を生きる私

たちにはあると思います。 

 風化する戦争体験を何とか残すことを、この機会

に真剣に考えてみたらどうでしょうか。他都市では、

計画的に戦争体験を児童生徒に語る取り組みもある

ようですが、本市ではいかがか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど来お述べになってお

られますとおり、あの悲惨極まりない戦争を風化さ

せては絶対にいけないと思います。風化させない手

だてとして、今お述べになられましたやっぱり資料

等々を集めながら、語り継いでいくべきだというお

話であります。悲惨な戦争を体験された方々も高齢

化となられ、当時をしのぶ貴重な戦時資料もなくな

りつつあるのが現状です。こうした貴重な体験や戦

時資料は、歴史資料としてだけでなく、戦争の悲惨

さと平和のとうとさを考える意味でも重要な資料と

思います。 

 市としましては、現在、郷土史資料収集事業を行

い、地域に出向き、高齢者の方々などに、地域での

さまざまな由来や民話、そして戦争の記憶、または

さまざまな資料などを寄贈していただきながら、郷

土資料を収集しております。戦後70年を迎え、なく

なりつつある貴重な郷土資料を集める際に、御指摘

のことをさらに注視しながら、資料の収集に努めて

まいりたいと思います。 

 また、収集した資料については、今後、未来を担

う子供たちや市民に対し、平和のとうとさを考える

資料として活用していただきたいと考えております。 

○12番（中里純人君） 資料の件は今から質問しよ

うかと思っておりましたが、さきに答弁が来たよう

ですので、資料の件についてですけど、平江の高齢

者クラブさわやか会の皆さんが、後世に戦争や空襲

の様子を伝えたいと、地域の方々からの聞き取りや

市来町郷土史、串木野漁業史などの資料をもとに冊

子を作成されました。私も読ませていただいたわけ
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ですが、体験談は戦争の悲惨さや御苦労など、驚く

ばかりでした。市来町郷土史には空襲の様子や被災

者名など、詳細な記録があります。しかし、串木野

の郷土史にはこれらに関する記載はなく、体験者の

記録を掘り起こすことが必要ではないかと思ってお

ります。 

 また、本市の特徴的なものとして、徴用船があり

ます。これにかかわる鎮魂碑も市内に３カ所ほどあ

るようです。照島の交流センター横の鎮魂碑は、地

元では戦死墓と呼ばれていて、碑の周囲には船名が

記された石柱による小柱があります。風化してはい

ますが、何とか文字が判別できます。今のうちなら

記録として残せると思います。 

 答弁がありましたけど、まず、戦争の体験誌をつ

くる、戦中戦前の戦争に関する資料、例えば召集令

状とか千人針、飯ごうなどを集めることなどできな

いものか、もう一回伺います。 

○教育長（有村 孝君） 先ほどの戦争体験を風化

させないための、戦争体験を聞く機会を設けられな

いかということで、ちょっと学校教育の面で答弁し

たいのですが、先ほど来ありますように、この戦争

体験を風化させないために体験談を聞く機会、非常

に大事だと思います。私も戦後生まれでございます

ので、もうあと人口の何割でしょうか、戦争体験の

あられる方は、そういう御高齢になっていらっしゃ

います。70年という言葉もありますけれども。 

 そういうことで、学校教育におきましても、学習

指導要領に沿って、主に社会科の歴史学習の中で戦

争について取り扱っているわけでございます。その

際、学校教育のほうでは、地域の戦争体験者に話を

聞く機会を設けたり、あるいはＩＣＴ機器活用によ

る写真あるいは映像資料等の提示によって、追体験

をさせながら、工夫を行った授業を行っております。 

 また、本市には、先ほど来御説明もありましたけ

れども、平江の方々ですけれども、語り部として体

験誌を出されたり、いちき串木野市の戦争体験談を

収集しておられますので、そういうことを学校教育、

あるいは学校の講師として役立てていけるように、

今、手配をしているところでございます。 

 平和教育を進める上での一つの方法、これは体験

談を聞く、生の声を聞くということは、本物を聞く

ということで、子供たちに与える感動と言いましょ

うか、響きと言いましょうか、大変強い教材になる

んじゃなかろうかと思っているところでございます。 

 それから、先ほどありました、市長が答弁しまし

た資料収集事業ではどんなものが集まっているかと

いうのがございましたが、平成25年度から、郷土史

料収集事業を開始しておるわけです。もちろん、戦

時史料を中心に収集を行っているわけではございま

せんけれども、現在のところ、当時使用していたゲ

ートル、皆さん方のほうが御存じだと思うんですが、

それから外套、慰問帳、それから恩賜と言いましょ

うか、国からいただいたたばこなどを収集をしてい

る途中でございます。現在集まっております。 

○12番（中里純人君） 児童生徒への戦争体験談の

取り組みはぜひ進めていただきたいと思っておりま

す。 

 史料の収集については、ゲートルほか、たばこ等

があるということでございますが、以前、私は照島

の海の中に投棄されていた歩兵用の小銃を拝見しま

したが、持ち主の方は、塩分のため保存が大変だと

おっしゃっていました。探しますと、いろんな品物

が出てくると思います。なくならない今のうちに取

り組んでいただきたいものです。 

 次に、広島市では、８月６日の平和記念式典で、

６年生の子供が代表として平和への誓いを世界に発

信しています。子供たち一人ひとりに被爆体験を確

かに継承し、世界恒久平和の実現に貢献する意欲や

態度を育成することを目的として、スピーチコンテ

スト開催により、児童がみんなで話し合いをして、

平和への誓いの文案を考えています。昨年の６年生

の子供代表の発表では、平和について友達と語り、

友達に優しくするというような、できることから行

動していくことを学んだと述べておりました。 

 広島の平和式典の子供の平和への誓いの取り組み

を、本市で開催されています８月15日の戦没者追悼

式において実施できないものか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 戦没者を追悼するという深

い意味において、平和の誓いのお話を今なさいまし

た。広島市では、原爆投下の日、８月６日に平和記
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念式典を開催しており、被爆体験を継承し、世界恒

久平和の実現に貢献する意欲や態度を育成する目的

で開催されるこどもピースサミット事業の意見発表

で大賞を受けた小学６年生２名が、平和の誓いとし

て発表を行っております。また、県内におきまして

は、南九州市、特攻基地の知覧においてスピーチコ

ンテストが行われていますが、いずれも特別な体験

施設がある地域となっております。 

 本市の追悼式ですが、これは国の式次第に沿って

開催をしていることから、平和の誓いの取り組みに

ついて、現在のところ考えてはおりませんが、今年

は、先ほどから言われます戦後70年の節目でもあり

ますので、どのようなことができるのか、先ほどさ

わやか会の平江の皆さんの話もされましたが、どの

ようなことができるのか、関係者の方々と十分協議

をして、検討してみたいと思います。 

○12番（中里純人君） 本市は平成18年２月27日に

平和都市宣言をしています。宣言文では「わたくし

たちは、この平和で豊かな郷土を、次の世代に引き

継ぐため、再び戦争による惨禍を繰り返さないこと

を誓い、あらゆる国の核兵器全面廃絶と恒久平和を

希求し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を自

覚し」とうたってあります。先ほどの追悼式にあわ

せまして、広島、長崎の原爆資料を借りて、パネル

展はできないものか伺います。 

○市長（田畑誠一君） 鹿児島市では、平成25年度

から日本非核宣言自治体協議会等が作成した広島、

長崎の原爆の惨状を示す写真等パネル展を開催して

おります。戦争の悲惨さを広く周知していくことは、

大事であると考えますので、本市において、他市で

開催しているパネル展等について、今後、調査研究

をし、検討してまいります。 

○12番（中里純人君） 非核宣言協議会につきまし

てちょっと調べてみたんですけど、県内では鹿児島

市だけが加入しているということでございますが、

協議会では、加入していない自治体に対しまして、

広く被爆の実情を知ってもらうために、ミニ原爆展

というのを取り組んでいます。20点ほどの写真資料

が協議会からいただけるということですので、ぜひ

検討していただきたいと思います。パネルに関しま

しては、協議会に加入してないと何か借りられない

ということもお聞きしましたけど、そういうミニ原

爆展というのもできるようでございますので、ぜひ

検討していただきたいと思います。 

 けさの新聞記事では、フィリピン沖で米軍に撃沈

されました戦艦武蔵が70年の節目に発見されたとい

うことが記事としてありましたけど、風化する戦争

体験を残すためにも、取り組みはできるだけ急いで

いただきたいと思います。 

 以上をもちまして質問の全てを終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、西別府治議員の発

言を許します。 

   ［11番西別府 治君登壇］ 

○11番（西別府 治君） 棚田は、山地や丘陵地な

どの斜面に階段状に開かれている水田のことであり

ます。景観が非常によく、治水機能による地すべり

防止、生態系保全、食の生産地など、重要な多面的

機能を持っていると言われております。 

 深田上地区の棚田活用で、現状についてですが、

１番、日照や気象等、立地環境と耕作状況について

伺います。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 西別府治議員の御質問にお

答えをいたします。 

 棚田は、私たちの先祖が機械もなかった時代に、

もう想像もできないほどの時間と労力をかけて一枚

一枚切り開き、長年守り継いできた、いわゆる私は

歴史遺産だと思っております。今、深田の例をお出

しになって述べておられますが、棚田は、もちろん

米をつくるだけでなく、土壌の浸食防止や雨水を貯

留して洪水や水不足から守っており、また多様な生

き物の生息場所ともなっております。 

 まさにウサギ追いしかの山でありますが、ところ

が、この深田上地区も自然環境豊かな中山間での緩

やかな棚田であり、そしてまた谷間の日当たりもい

い、すばらしい恵まれた環境にあるんですが、けさ

ほどからお話になっています、高齢化の問題、後継

者の問題で、現在、約２ヘクタールあるんですが、

６割ほどが耕作をされていないという現状にありま

す。 
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○11番（西別府 治君） 市長のほうが、今、歴史

遺産ということで、これは本当にすばらしいものじ

ゃないかなと考えます。環境人間学というのがある

みたいで、その中でも人間が感じる、この棚田が持

っている大きな要素について、非常に重要であると

言われております。やはりそれが一つの歴史遺産に、

多くの方々が長い間かけられてつくられたものでは

ないかな、歴史遺産ですね。私も本当に、今お聞き

しまして感動しているところであります。 

 立地条件といたしまして、本市は、もう私が申す

までなく、海を中心にして発展してきたまちであり

まして、それに沿って道路があったり、山間部が控

えて、横長い地形であるわけです。そして、海から

山間部までが非常に近いというところであります。

その好条件が私たちの特質じゃないかなと考えてお

ります。 

 その中で、もっと深田上地区は好条件であります。

串木野駅から車で５分、これはもう信じられないぐ

らいです。大体棚田と言いますと、山間部にかなり

入ってからでき上がっているのが通常なんですが、

串木野駅から５分と。そして、石油の地下備蓄等が

ありまして、あそこに道路ができて、交付金の中で、

一番下に広い道路、真ん中に旧道、上のほうに耕作

用道路として、道路が既に非常にいい環境で整って

おります。恐らくその道路をつくられたときに、歴

史の遺産を後世にも残していかないといけない、そ

のためには耕作する人が利便性を上げることを目的

に、多分、90何歳、まだ生きていらっしゃいますけ

ど、その人から話を聞いたことがありまして、そう

いうふうにあそこはつくってあるんだということを

おっしゃっておられました。この好条件を何とか活

かしていかなければならないのかなと考えておりま

す。 

 市長、ちょっとお聞きしますけど、２番目の耕作

年齢やら今後の継続性というのについては、まだ答

弁はされてはないですよね。であれば、この好条件、

立地条件、もちろん日当たりとかそういうのも、先

ほど言われましたように、非常にいいです。 

 ですから、これを活かしていくんですが、２番目

の地域の耕作者の年齢構成や今後の継続性というの

でお伺いしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 現在の耕作者の皆さん方の

年齢構成なんですが、今のところ、ちょっと残念な

がら、４名ほどおいでなんですけど、実は平均年齢

約80歳という御高齢であられます。これはもうやは

り少子化もそうでしょう、それから地域の過疎化と

か、いろんな面が加わってのことだろうと思います

が、棚田での仕事も、今の近代機器を駆使する時代

ではなかなか御苦労も多いということやら、いろん

なことがあると思うんですけれども、そういった面

で、高齢化により集落人口が大分減ってきたという

ことで、労働力不足もこれはもちろん否めない、そ

ういったこと等が重なって、耕作放棄地が増えてき

ている。そしてまた、周辺部の状況も同じような状

況が進んでいるというのが現状であります。 

○11番（西別府 治君） 日本全体がこういった傾

向にある中ではないかなと考えているところであり

ます。そしてまた、地域のみで再生していく、棚田

を、農業をということがなかなか難しくなってきて

いる。そして、歴史遺産という、我々が一番大切に

しなければならないこともなかなかできていかなく

なるのが現状ではないかなと考えております。 

 都市と農村の交流というのがあります。それを活

用しながら、外部の方に賛同していただきながら、

何とか守っていくことはできないか。そしてまた、

子供たちの体験を通したり、親子で、１枚１枚が小

さいんです、意外とあそこも、棚田ですから、広い

のは少ないんですね。だから、そういったことも含

めながら、次世代を担う子供たちにも体験をしてい

くことが必要なことだと思っています。 

 ただ、先ほど申し上げておりますように、人口減

少の中ですよね、今。もう激しい人口減少の中であ

ります。そして、人口減少という言葉よりも、今後、

あらゆる分野で人手が不足していくことが予想され

るような気がします。今、私たちは人口減少という

ことで、平たく言っているような気がしていますけ

ど、いや、本当はそうじゃないんじゃないかなとい

うのを強く感じております。 

 ですから、外部から受け入れていきながら、人口

減少、人手不足を何とか解消するために、３番目で
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あります環境保全と観光振興や棚田米などの地域お

こしをできないかということで伺いたいと思います。

３番目です。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、私たちの先祖が営々として築いてきた、まさに

棚田は歴史遺産と私は思いますが、今、西別府治議

員が言われますとおり、残念ながら地域の方で耕作

を続ける、守っていくということは限界に来ている

ような実態です。 

 そこで、今言われましたとおり、一つ目はこの観

光振興という意味も含めまして、棚田米おこしにも

つなげられたらと思います。よくほかの市町村等で、

棚田のオーナー制度というのを活用しておられる地

域もあるやに聞いておりますが、これはやっぱりす

ばらしいことだと思います。 

 だから、棚田の減少や地域の衰退を食いとめるだ

けでなくて、農家だけでなく、都市部に住む方々に、

おっしゃいましたとおり、棚田に関心を持ってもら

う。さまざまな保全活動に参加することで、棚田を

守っていただくと。まさに一石何鳥でもあります。

農業、農村を知っていただく、そういった意味でも

すばらしいことだと思います。 

 私はそういう面から、今、グリーンツーリズムを

受け入れ体制の方々が、本市の特徴は、農業だけじ

ゃなくて、漁家もです。漁業といったら垂水のえさ

まきがありますけど、本市のような、直接一本釣り

するというのは全国ないと思います、あんまり。 

 だから、そういった意味で非常に子供たちも喜ぶ

ようですが、これもやっぱり一次産業、農業、漁業

の実際の姿を子供たちに少しでも見てもらおう、知

ってもらおう、理解してもらおうということで。 

 それから何よりも、例えば農家に来たら、受け入

れ家庭の皆さんの励みになると思うんです。だから、

このグリーンツーリズムの成果というのは、またも

う一つ、経済効果だけではなくて、そういった意味

で将来につながる、私は小さい事業だけど、大きな

一歩だと思っています。子供たちをですね。 

 そういった意味で、深田地区も南から太陽を受け

てすばらしいところですので、ぜひ棚田のオーナー

制度なんかも生まれないものかなと思っております

が、それについては、やはり地元の皆さんの意向を

伺った上でないと、何かいい方法があったら、支援

をしてまいりたいと考えているところです。 

○11番（西別府 治君） 市長がオーナー制度につ

いても話をしていただきました。そして、ツーリズ

ムですね。本市は早くから、グリーンツーリズムは

羽島のほうやら、ブルーツーリズムとグリーンツー

リズム、二つを進めているわけです、実際。これは

もう、両方というのはなかなかできないわけです。

これは、我々の地域の特性、まちの特性が、やっぱ

りそういうふうにさせているんじゃないかと思って

おります。 

 この地域でツーリズムを入れていくことができれ

ば、棚田オーナー制にも、私は近道になっていくの

かなというふうに考えております。ぜひ、そういっ

た展開を、また地域と一体となって進めていくこと

を考えていきたいと思っております。オーナー制に

ついて、到達できるように進めていきたいというふ

うに考えております。 

 地方創生の中で、総務省が資料として今出してお

りますけど、これは、きのうも西中間議員が言って

おられましたけど、地域おこし協力隊、それから、

もう一つあるんですが、田舎で働き隊というのと、

二つ今現存しているみたいなんですね。それを一つ

にしようという流れが、地方創生の中であるみたい

なんです。 

 それで、何が違ってくるかと言いますと、事業主

体が市町村に移ってくる。市町村で、結局、受け入

れの判断をやることができますということが、これ

は今でもできるんです。地域おこし協力隊はできま

すけど、これを強力に進めながら、地域の特性を活

かした展開を進めていこうというのがあります。き

のうの市長の答弁の中で言われていますから、答弁

は要りません。 

 それと、もう一つあって、全国移住ナビというの

もきのう西中間議員に話をされまして、ポータルサ

イトのことをおっしゃっておられます。言われたん

です、それ。今から移住される方がコンピューター

を見ながら決めていくらしいんです。その中で、や

はり自然環境であったり、地域の特性であったり、
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どんなものを大切にしているのかというのも、移住

の大きなポイントに今後なってくるんじゃないかと

いうふうに考えております。現存のシステムがもっ

ともっと整備をされながら、意志判断が市町村に移

って、しっかりとした将来像をつくっていくという

ふうに流れができていくそうです。 

 きのう答弁がありましたので。よろしいですか、

答弁、そのことを。 

○市長（田畑誠一君） まず地域おこし協力隊です

けれども、本市では、この制度は今のところは活用

しておりません。他の自治体の活用状況を見ますと、

地域おこしや、まさに農林水産業、あるいは生活支

援、農家定着を図る取り組みとして、また外からの

視点を取り入れる、そういう点でも非常に意義があ

る、外から見てもらうということは、と思っており

ます。国においても、類似制度との統合により拡充

を図る方針であり、他市町村の活用実態等を参考に

しながら、分野等も含めて活用の検討をしてまいり

たいと思っております。 

 それからもう一点、国において新たに全国移住促

進センター、これは仮称ですが、これを設置して、

地方への移住促進のための居住、就労、生活支援な

どに係る情報を集約して、総合的な情報提供を行う

ポータルサイト、仮称ですが、全国移住ナビを構築

をすることとしております。 

 市といたしましても、定住促進策について、総合

戦略の中で検討を行いながら、県や国と連携をした

情報発信に努めてまいりたいというふうに考えてい

るところであります。 

○11番（西別府 治君） 駅から５分の棚田、そし

て、今おっしゃるように、さまざまな情報発信を取

り入れていかれるということであります。これは、

インターネットを見られる方、移住される方、かな

りヒットすると思います。こんなまちなんだと、こ

んなことに力を入れているんだということが、私は

大きく変わっていくのかなと思っています。 

 そして、先ほど市長がおっしゃっていましたよう

に、力がまだかけがなるときに次のステップを踏む

んだ、まさにこの棚田のありようというのは、まち

のつくり方といいますか、それかなという気がして

おります。 

 中にはまだ若い人が、50代ちょっとの人もいるん

ですよ。仕事をしながらしてますから、地域にです

ね。だから、そういった方々も理解をしながら、展

開をどうか進めていかれること、情報発信を含めた

棚田のオーナー制度までを達成できるような展開を

進めていきたいというふうに思って、どうかそうい

った流れをつくっていただきたいと思っております

ので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 我が国は、先ほど中里議員

も戦後70年の話をされましたけど、まさに瑞穂の国

であると言われ、農は国のもとなり、基本なりと言

われてきました。一時期、ちょっと余り恵まれない

といいますか、そういう雰囲気が漂ったものですけ

れども、近年、若い皆さん方にも農業に就労する、

農業で頑張ってみたい、つくる喜びをという、そう

いう機運が非常に高まってきています。その一つに、

鹿児島県全体でも就農者が非常に増えています。 

 数字は間違いかもしれませんが、去年は日置で新

規就農された方はたしか15人だったと思いますが、

私は激励の挨拶に行きました。それから、うれしい

ことに、ついこの間、県立市来農芸高等学校の卒業

生17名が農業関係の道へ進みます。これは、入学し

たときは、たしか７名だったと言われましたが、３

年間作物をつくり、研究し、それから牛を育て、畜

産品評会でも共進会で優秀賞をもらうとか、そうい

う成績を上げて、入ってきたとき、７名が農業の道

へ進むということだったと言われました、たしか。

ところが、卒業生で17名農業関係です。３年間で増

えたんですね。 

 そして、これまたこのごろですけど、営農への門

出というちょっとした激励をするから、市長、ぜひ

激励してくれと。私もうれしくて、行って、私は激

励してきました。それから、本市の、例えば国の制

度である就農支援金であってもどんどん増えてきて

るんです。今度も予算をお願いしておりますが。 

 そういったことで、非常に農業の魅力といいます

か、農業のよさというか、農業にかける使命といい

ますか、そういう若者が増えてきたことを非常にう

れしく思っております。 
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 長くなりましたけど、今度の総合戦略、地域創生

法ということで、一次産業の振興のかかわりという

のも大いにうたわれております。さっき言ったとお

りですけど。 

 したがいまして、今も幾つも御提案をいただきま

したけど、これから１年間かけて、総合戦略の中で

具体的な議論をしていきたいと思っております。こ

の中で、可能性や効率性、そういったものを吟味し

ながら、施策の実現性があれば計画に反映していき

たいと思っておりますので、またいろんな角度から

御示唆もいただきたいと思っております。 

○11番（西別府 治君） 市長、瑞穂の国、我々日

本人の原点、文化であります。それを、意識を変え

て、若者がそんなに多く、激励を受けるまで変わっ

ていった。このことを一番大切にしなければなりま

せんが、もっと大切にしなければならないのは、人

口を増やしていく、増やさなければならない。そし

て、移住というよりも、我々の地域に来てください、

ウエルカムな姿、これが一つ、そういった若者にも

もっともっと元気が出ていくんじゃないかというふ

うに考えます。 

 そこで、次の質問に入らせてもらいます。 

○議長（下迫田良信君） 西別府議員、質問の途中

ですが、ここでしばらく休憩をいたしたいと思いま

す。再開は、午後３時15分といたします。 

             休憩 午後２時58分 

             ───────── 

             再開 午後３時15分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

○11番（西別府 治君） それでは、神村学園前駅

周辺まちづくり計画の進捗状況についてであります。 

 開業５年で伸びる乗降客と大きな地域の変化、そ

して、策定４年目の神村学園前駅周辺まちづくり計

画であります。計画の進捗についてでありますが、

まず、交通体系の整備について伺います。 

○市長（田畑誠一君） 神村学園前駅周辺の交通体

系の整備についてであります。 

 幹線道路として、国道３号で歩道整備事業が進め

られています。別府上名線では、養護学校方面に向

けた約200メートルについて、関係機関の協議を踏

まえ、工事着手に向けた作業道路などの準備を行う

こととしております。 

 海瀬・坂下線では、今年度、橋梁上部工事や取付

道路の整備を行い、平成27年度中の供用開始を目指

しているところです。 

 また、既存道路では、通学路の歩行者の安全を図

るため、学校周辺において、路側帯のカラー舗装化

や、昨年９月からはゾーン30を実施しておりますが、

今年度は別府島平線で歩道の改良工事を行うなど、

引き続き、まちづくり協議会をはじめ、関係機関と

十分協議を行いながら、交通体系の整備に努めてま

いります。 

○11番（西別府 治君） 良好な進捗状況が続いて

いるのかなと思います。それで、聞かれている皆さ

んが神村学園前駅ということでちょっと限定します

けど、照島地区を含んだ計画なんですよね、全体的

には。海瀬から長崎鼻の手前といいますか、石川山

といいますか、あの地域ですから、警察署のあの辺

やら、今、出てきましたけど、良好な状況じゃない

かというふうに進捗は思っているところであります。 

 次に、都市施設の整備について伺います。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど御答弁申し上げまし

たとおり、国道３号線は歩道整備、別府上名線も工

事着手に向けた作業等の準備をしています。海瀬・

坂下線も、今年度は供用を開始すると、２車線、歩

道つき。そういったことで、あと、既存の道路もい

ろいろしておりますが、おかげさまで、地権者の皆

さん方の御協力をいただき、国をはじめとする関係

機関の御理解と事業費をいただきながら整備を進め

ております。順調に、御協力いただいて進められて

いると思っております。 

 都市施設の整備についてですが、駐車場の確保で

は、駅近隣において、民間の方による月極駐車場が

整備されました。駐輪場では、駐輪スペースの不足

も見られましたが、マナーの啓発などにより対応で

きる状況であり、今後、経過を見ていきたいと思っ

ております。 

 また、駅看板については、国道３号の歩道回復に

あわせて要望を行いまして、昨年８月に設置がなさ
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れました。新たな店舗の開業によるＡＴＭの設置が

されるなど、利便性の向上も図られてきているとこ

ろじゃないかと思っております。 

 また、合併浄化槽の重点的な設置促進や河川の改

修なども進められているところであり、今後とも、

居住環境の向上にさらに取り組んでまいりたいと、

魅力ある都市像を目指して頑張ってまいりたいと思

っています。 

○11番（西別府 治君） 今、市長が魅力ある都市

像ということで話されました。まさしく、よく皆さ

んが、まず、神村の駅前を含めたあの地域がものす

ごく変わったねということをおっしゃいます。いろ

んな施設があの道路沿いに集まってきているのかな、

魅力ある都市像ができ上がっていく流れになってい

るんじゃないかというふうに考えています。 

 平成27年に海瀬橋が供用開始ということで、そこ

がキーで、全体がまた立体交差とかいろいろ、時間

の流れが生まれてくるわけですよね。そういったの

が順調に進んでいくのかというふうに考えていると

ころであります。用地のほうも何かうまくいってい

るという話も今話されましたように、順調にいって

いるのかと思っております。 

 当初計画がおおむね10年というスタンスで、短期、

中期、長期ということで動いているわけです。今、

中期にかかってきているのかな思っております。10

年であればですね、今５年ですから、もう半分ぐら

い来ている。ただ、いろんな経済状況であったり社

会情勢であったり、ローリングをしながらずっと計

画というのは進んでいくのが当然であります。 

 その中で、財源として、合併特例債を入れていく

んだということがこの計画の中に書いてあります。

いわゆる東北の震災において、我々が合併した時期

の特例が10年で本当は切れるんです。今年で切れま

す。算定のほうは、もう今年ですけど、特例債につ

いては、５年間延長ができますということです。そ

れを今後、延長されていくのか、議会の議決という

のが要りますけど、市長の考えとしてはどうですか。 

○副市長（石田信一君） 合併特例債の今後の考え

方ということでございます。議員仰せのように、当

初10年間ということでございましたけれども、それ

については、国のそういう状況を鑑みて、漸減して

いく形の中で配慮がありましたので、そういった中

で、議会のほうに御相談申し上げて、これはまた延

長していくという形で考えているところでございま

す。 

○11番（西別府 治君） やはり財源が伴って計画

というのは進んでいくわけですから、５年間延長さ

れることで、おおむね15年ぐらいのスタンスで、こ

れでき上がっていくのかというふうに私は考えると

ころであります。あと５年間は特例債が使えますか

ら、どっちかといえば、この５年間がベースになる

部分というのをちょっと充実していかないと、あと

残りの５年では、国庫負担金とか、有利な市債とか

というのを書いてありますけど、なかなかそこがも

う、特例債自体が非常に有利ですから、それを使っ

ていかれるということになると思います。時間的に

は、今後５年間が大きな展開になっていく。そして、

地方創生のほうも、同じようなスタンスで、こうし

て並行して流れて、時が流れていくのかというふう

に考えております。 

 そういうのを思いながら、この土地利用、東側開

発促進区域の設定について、設定と民間活力を活用

した開発についてというのを伺いたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 民間活力の導入の促進につ

いてでありますけど、住宅地の形成には交通体系の

整備が必要であります。これが一番の基盤ですから、

先ほど一番最初に御答弁申し上げましたとおり、整

備を進めておるわけでありますが、駅周辺地域につ

いて、計画に沿った事業を展開して、民間開発の誘

導を促進することとしております。順次整備を行っ

ているところであります。 

 また、市外からの定住人口の増加を図るため、平

成26年度から転入者住宅建設等補助金も創設をして、

住宅の建設促進を図っているところであります。 

 計画では、個人や民間活力による宅地化を誘導す

る方針としており、今後、道路等のハード面だけで

なく、建設補助制度に加えた住宅投資に対する支援

や民間事業者の誘導など、ソフト面のアプローチも

研究し、まちづくり計画の進捗を図ってまいりたい

と考えております。 
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○11番（西別府 治君） 民間の活力を活かして住

宅地をつくっていこうということであります。書い

てあるのが、1,100人規模の住宅、ニュータウンを

つくるということになっております。 

 東線については、道路改良の立体交差によるさま

ざまなことを含めながら部分的に、今、現地を見て

みますと、びょうが打たれていまして、改良がされ

ていくのかなというふうに考えております。全体が

改良されるというんじゃなくて、部分的な部分も含

めてです。 

 その中で、民間活力であります。市長、鹿児島の

銀行と熊本の銀行、これが合併するということであ

ります。今年中だったですか、九州フィナンシャル

グループということになるみたいなんですが、地銀

で言えば、全国で８位ぐらい、８兆円規模の資産を

持つ大きな経営統合らしいです。経営統合の中で、

基本合意の中に、いっぱい何項目もあるんですが、

その中で一つにこう書いてあるんですよ。地方銀行

として、地域の特性に即した地域課題を開発し、そ

して、地方創生の実現に永続的に貢献していくため

に進めていく。統合をですね。そして、二つが一緒

になることで、相乗効果で、九州での営業基盤を充

実して、そして、加速する九州の地元企業のアジア

への展開等に支援をしながら対応していくらしいで

す。 

 ですから、九州全体がそういった大きな、福岡銀

行は福岡フィナンシャルグループとか、西日本シテ

ィ銀行とか、そういうのがもう大体10位以内に、地

銀の中に入っているんですね。そういったのが切磋

琢磨しながら、民間投資が図られていくのかなとい

うふうに、今後ですね。 

 その中で、今、市長がおっしゃられるニュータウ

ンの中で、どんなことが民間でできるんですかとい

うのをちょっと私がお聞きしたら、○○電器という

家電量販店があります。御存じですよね。そういっ

たところと一緒になってニュータウンをつくってい

こう、そして、建築条件つきといいますか、さまざ

まなエコポイントであったり、省エネ住宅であった

り、つくることによって、民間のいわゆる銀行から

の融資を受けながら、産業の活性化を図っていくと

いうのがあるみたいです。 

 ですから、やっぱりそこらあたりも、人口ビジョ

ンの策定であったり、総合戦略であります。市長、

そういったことも視野に入れながら進めていくこと

が必要になってきている、時の流れがそんなふうに

なってきているのか。特例債もオーケー、そういっ

た地方創生の計画もオーケー、そして民間の活力を

押す、いわゆる民間マネーもオーケー、あとは私た

ちのやり方がじゃないかと思いますが、どうでしょ

うか、そこらあたりは。 

○市長（田畑誠一君） 神村学園前駅ができまして

から、ちょうど５年になります。実は、この５年間

で、照島地区には84軒家が新築されたと。駅ができ

てから。その中でも、近隣のより近い、酔之尾、別

府、八房、ひばりが丘、ちょうど半分の42戸が、こ

の４地区にできているんです。いろんなお店やらも

できて、大変賑わいが出てきていると思っておりま

す。 

 今、大きな、地方銀行では大手の鹿児島と熊本の

銀行の合併についてのビジョン、これからの展開と

いうのを例に出されましたけど、金融機関の方々が、

近年は地域を発展させる皆さん方のお手伝いという

か、支援しようという立場であられたと思います。

事業展開が。今は、みずからが地域おこしをしよう

と乗り出してこられた。 

 最も情報の早いのも金融機関です。また、詳しく

データを精査しておられるのも金融機関が大きな企

業だと思います。 

 そういった意味で、さまざまな形での民間活力が

期待をされます。だから、その民間活力を活かすべ

く、今は基盤の整備に取りかかって、さっきの道路

整備なんからそうでありますけれども、基盤の整備

に取りかかっているわけであります。 

 そういったこと等を含めて、これからの総合戦略

では、ただいま御提言ありました、そういった角度

からやらも含めて、この１年間、いろんな戦略を具

体的に議論をしていきたいというふうに思っており

ます。その中から、可能性とか効率性とか、そうい

ったものをよく吟味をして、そして施策の実現性が

ある分は反映していこうというようなことを考えて、
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これから、いよいよあした、この創生本部を立ち上

げますので、また今後もいろいろな角度から御示唆

をいただきたいというふうに思います。 

○11番（西別府 治君） あした、プロジェクトチ

ームが立ち上がって進んでいかれるということで、

さまざまな展開を今からされていくことになると思

います。 

 その基本になる部分が地方への好循環に向けた緊

急経済対策というのが昨年の暮れに閣議決定されま

して、今、ずっと動いてきているわけなんですね、

御存じのように。その中で、今の住宅市場活性化策

というのが明確に打ち出されておりまして、住宅の

フラット35、金利を下げますということが１点。そ

れから、省エネをすれば、ポイント制度もまたつく

りますよということ。それから、省エネに関する住

宅をつくることによってのさまざまなプラス要素に

ついても認めていきますよ、フラット35を含めた中

でしていきます。 

 それともう一つは、これはちょっと珍しいんです

けど、地域における良質な木造建築の整備というこ

とで、詳しくは、地域における木造住宅建築物の生

産体制の強化を図るため、中小工務店を中心にした

連携グループを構築して、そして、良質な住宅建築

物の整備を促進すると書かれています。 

 まさしく、これが私たち地方のニュータウンをつ

くっていく中で大きなプラス要因になっていくのか

というふうに考えております。 

 どうかまたここらあたりも、地方創生の中にも取

り入れてもらいながら、手が出せる状態にだんだん

来ているような、ニュータウンについても来ている

ような気持ちがあると思います。若い人たちが住宅

市場に、つくってもらうことで経済の活性化を図っ

ていこうというのが大きな原点だと思いますから、

国の方向としては。何かそこができ上がってくる要

素がだんだん高まってきているのかと思います。 

 これは、地方創生ができるから今のこの計画をつ

くったわけではなくて、市長、あなたが５年前につ

くられた駅で、そして、その次の年に計画をつくら

れて、それが今こういうふうに、大きな国の流れに

乗って、地方の流れに乗って、経済に乗って、九州

の大きなブロックの中でのこの位置づけに私はなっ

てきているんじゃないかというふうに考えておりま

す。どうかそこらあたりも含めて。 

 人口対策は、さまざまなことで今から展開してい

きますけど、やはり大きな単位で受け入れる力を持

っている、計画している、実行できる、民間の力を

入れて。このことは、私は全く違う人口対策の流れ

になっていくんじゃないかなと。 

 実績を明確にしなさい、何年度までに何人とかと、

いろいろ決まりがありますよね。アウトカムと英語

で言うらしいんですけれども、これを確実にやって

いるかやっていないかということが、地方創生の流

れの中、国全体が地方を見ている姿ではないかと思

っております。 

 これは、本市だけが地方創生にネットがかかって

いるわけではなくて、日本全国が、地方を含めてか

かっているわけですから、こんなタイミングは、私

はそんなに簡単にはないんじゃないかと思っており

ますので、ニュータウンの建設をどうか視野に入れ

ながら、人口増対策、もう人口増対策どころじゃな

くて、来てもらう。ウエルカム、これをちょっと進

めていただきたいというふうに考えていますが、い

かがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今回、国のほうで打ち出し

た地方創生法なるものは、先ほど来皆さん方がおっ

しゃっておられる人口減、何とか研究所が人口がこ

んな減るとか、ああいうのを見て、これはすわ一大

事だということで、国が具体的に施策として打ち立

てたことだと思っています。 

 でも、考えてみますと、この地方創生法というの

は、まさに議会の皆さんと市民の皆さんと意見を聞

きながら、一緒になって本市が進めてきた、どこの

まちもそうでしょうけど、その政策そのものですよ

ね。大きく言ったら、一つにまとめて言えといえば、

人口減少に歯どめをかけろというんですから。その

ためには少子化対策をせえ、働く場を確保、企業誘

致をせえ、交流人口を増やせ、一次産業を盛んにせ

えと、これは今まで議会の皆さんと議論して、私た

ちが進めてきたまちの建設のための方向性とまさに

合致するものだと思います。 
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 そして、今、かかる時期にこのような創生法なる

ものができて、具体的な国のほうも財政的支援もあ

るでしょう。ということは、これは非常にありがた

いことで、これをひとつチャンスと捉えて、皆さん、

今、住宅制度、それからＵターン、Ｉターンの人口

増を言われましたけど、あらゆる角度から政策を検

討して、これから進めていかなければならないと思

っております。 

 例えば、ほんなら景気対策をせえ、プレミアム商

品券を発行しろとか、こういうのもやっぱり、景気

対策というのは内需が拡大しなきゃできないんです

よね。内需といったら全体になりますから。だから、

そういった狙いなんかをもとに、こういった商工業

への支援というのも今度打ち立てたんじゃないか、

ああ、補正予算で３兆1,000億円だったか、そうい

うふうに思っております。 

 そういったことを活用して、みんなに元気が出る

ように、そして将来に希望が持てる、明かりが見え

る、そういうまちづくりを議会の皆さんと一緒に、

お知恵をいただきながら進めてまいりたいというふ

うに思っております。 

○11番（西別府 治君） 何か元気が出ました。本

当、このことを多くの方々に伝えていきたい。市民

を含めて思っております。我々はもっともっと変わ

っていくんだよ、そんな流れをつくっていけたらと

考えております。 

 以上で、全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 以上で、本日の日程は終

了しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日は、これで散会しま

す。お疲れさまでした。 

         散会 午後３時42分 


